
 

 1 

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会 建築材料等判断基準ワーキンググループ（第 11回） 

 

日時 令和３年 10 月４日（月）14：00～17：00 

場所 経済産業省 別館１階 101－２会議室（オンライン） 

 

１．開会 

 

○鈴木課長補佐 

 それでは、定刻になりましたので、只今から総合資源エネルギー調査会、省エネルギー・

新エネルギー分科会、省エネルギー小委員会、建築材料等判断基準ワーキンググループ第 11

回を開催させていただきます。 

 私は、事務局を務めさせていただきます資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部

省エネルギー課の鈴木でございます。よろしくお願い致します。 

 本日は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、オンラインで開催させていただ

きます。また、審議は公開とし、インターネット中継にて配信しております。議事録は後日

公表させていただきます。 

 また、本日の議事の中でご発言を希望される方におかれましては、チャット機能でその旨

ご連絡ください。 

 本日の議事は、配布させていただいております議事次第のとおり、サッシと複層ガラスの

各論点の方向性、それから断熱材の論点についての議論が主な議題でございます。 

 続いて、委員の方々のご出席状況についてでございますが、本日は望月委員が所用により

ご欠席でございます。 

 それでは、ここからの議事の進行を田辺座長にお願いしたいと思います。田辺先生、よろ

しくお願い致します。 

 

２．議事 

 （１）議題１ サッシ・複層ガラスの各論点における基本的な方向性 

 

○田辺座長 

 ありがとうございます。皆様お忙しいところ出席いただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、これより議事に入りたいと思います。まずは事務局より、議題１、サッシ・複

層ガラスの各論点における基本的な方向性のご説明をお願い致します。 

○鈴木課長補佐 

 ありがとうございます。それでは資料１をご確認いただければと思います。サッシ・複層

ガラスの各論点における基本的な方向性でございます。 



 

 2 

 まず、本資料の内容でございますが、既にお示しさせていただいております各論点につい

て、これまでのワーキングにおける委員の方々から頂いたご意見、それから、前回ワーキン

グでの業界ヒアリングの結果を踏まえまして、事務局より各論点の検討の方向性を、案とし

てお示ししているものでございます。 

 構成についてですが、そちらの目次に記載させていただいておりますとおり、１番の検討

の前提条件から始まって、各論点の方向性について、これからご説明させていただきたいと

思います。 

 まず最初に、１番の検討の前提条件でございますが、各論点について議論するに当たって、

建材トップランナー制度の原則、これを前提に検討させていただきます。参照する原則と致

しましては、この後の論点の検討の方向性の中で具体的にお示ししていきたいと思ってお

ります。それから、制度に係る対象についてでございますが、これは現行制度の対象を踏襲

致しまして、主に木造の戸建住宅や小規模建築物に用いられるサッシ・複層ガラス、以下「戸

建住宅等用」と呼びますが、これについて先行的に検討するということにさせていただいて、

それ以外の、主に非木造の大中規模住宅や建築物に用いられるサッシ・複層ガラス、以下「そ

の他建築物等用」と呼びますが、これについては、今後必要に応じて検討していくというこ

ととしてはどうでしょうかという案にさせていただいております。なお、この後の各論点に

おいては、住宅の省エネ対策を参考にして検討という方向性を多々用いさせていただいて

おりますが、その住宅の省エネ対策に係る規制については、「建材や設備機器の価格低減や

普及状況を踏まえて、社会資本整備審議会建築分科会において審議の上、実施していく」と

いうことになってございます。 

 それでは次に２ページ目をご覧下さい。サッシ・ガラス共通の論点の方向性というところ

でございますが、論点１、これは目標基準値の検討の方向性でございます。2030 年度以降

新築される住宅については、ＺＥＨ基準の省エネ性能の確保を目指すということとされて

おります。これを踏まえまして、目標基準は以下の事項、例えば、アのトップランナー基準

値とＺＥＨの外皮性能基準の関係、イの性能別の製品の出荷割合、これは制定当時の予測と

実績の差、今後の目標シェアとＺＥＨ目標との関係、こういった点を考慮した上で、ＺＥＨ

の外皮性能基準と、サッシとガラスの性能基準を整合的に設定することを検討してはどう

かという論点として、これまでお示しさせていただいておりました。これについて、委員の

方より、ＺＥＨ基準の外皮性能と整合的にサッシ・ガラスの目標基準値を見直すことは建設

的であるといったご指摘をいただいております。 

 それから、前回のワーキングで業界団体の方々から意見をいただいておりますが、こちら

については次のページの検討の方向性のところで引用しながらご説明をさせていただけれ

ばと思います。 

 ３ページ目の検討の方向性でございますが、前回の業界ヒアリングの結果によりますと、

ガラスメーカー大手３社のガラスの加重平均熱貫流率は 1.96 であるとご説明いただきまし

た。これは既に４～７地域におけるＺＥＨに求められる窓仕様のガラス性能、この熱貫流率
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2.0 を満たしているという状況でございます。また、サッシについても、サッシ協会による

サンプル調査でご説明いただきましたが、高断熱サッシ、これは樹脂サッシ、それからアル

ミ樹脂複合サッシで構成されますけれども、その割合が、既に 90％に達しているというご

説明でございまして、こちらも、４～７地域のＺＥＨに求められる窓仕様がアルミ樹脂複合

サッシであるということから考えますと、市場に供給されているサッシは概ねＺＥＨ仕様

を満たすものであると考えられるところでございます。これらのことから、既にサッシ・ガ

ラスとも出荷ベースの加重平均でＺＥＨに推奨される製品の性能値を概ね満たしていると

考えられます。 

 以上のことから、それぞれの目標基準値の検討に当たっては、ＺＥＨ水準のサッシ・ガラ

スだけではなくて、更にこれを上回る性能のサッシ・ガラスを目指すことが妥当であると考

えられると思っております。 

 では、その目指すところはどうなのかというところでございますが、「脱炭素社会に向け

た住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」において、今後の住宅建築分野の省エネ対

策が検討されておりまして、その中では、住宅の省エネ性能に係る誘導基準の引き上げや、

省エネ基準の適合義務化・引き上げ等の対策がされた場合の 2030 年の新築戸建住宅の性能

別シェアが設定されております。それが表１でございますが、これを参考に目標基準値を設

定してはどうだろうかという検討の方向性をご提案させていただいてございます。2030 年

の新築戸建住宅の性能別シェアとして、ＢＥＩが 0.8、0.75、0.65 のそれぞれで、着工割合

は６割、１割、３割となってございます。これを基に検討していくわけでございますが、具

体的には次のページの表２を見ながらご説明させていただきます。 

 ４ページの表２でございますが、上の部分、こちらは表１と同じＢＥＩと着工割合を記載

させていただいております。その下の段でございますが、ここに住宅の想定外皮性能という

のを書かせていただいております。これは一番上のＢＥＩより仮定した値でございます。 

 まず、ＢＥＩ＝0.8 のところ、外皮性能が 0.6 となってございますが、こちらは４～７地

域のＺＥＨの外皮性能となってございます。 

 それから、ＢＥＩ＝0.75 のところでございますが、想定外皮性能は 0.4～0.5 となってご

ざいまして、これは３～７地域のＺＥＨ＋の外皮性能となってございます。 

 最後に、ＢＥＩ＝0.65 のところでございますが、ここは想定外皮性能を 0.3 とさせてい

ただいておりまして、これは１・２地域のＺＥＨ＋を参考に書かせていただいております。 

 これらの想定外皮性能について、それぞれ、その下のところに窓の熱貫流率を、こちらも

仮定ではございますが、記載させていただいており、その数値については、前回のワーキン

グで板硝子協会様より説明のあった資料を参考にさせていただいております。 

 そして、その更に下に窓の供給割合を想定で記載させていただいておりますが、これは着

工割合と同じであると仮定して記載させていただいております。 

 その下のところで、仮定した窓の熱貫流率を基に窓の仕様例を書かせていただいている

ところでございます。この仕様例から、更にどのようなガラス、それからサッシの熱貫流率
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になるのかというところを書かせていただいたのが一番下の欄でございます。 

 ただし、サッシについては評価用の標準ガラスをまず検討していく必要があるというこ

とで、ここでは記載していないという状況でございます。 

 以上を踏まえまして、窓の供給割合とそれぞれの窓とガラスの熱貫流率から、その加重平

均値は、以下のとおり計算されるということになりまして、これを目標基準値と設定しては

どうかというご提案でございます。 

 また、これをベースの最低の目標基準値と置かせていただきまして、これに加えて、トッ

プランナー値や、将来の推計シェア、性能改善予測率、諸外国の基準を考慮しまして、その

最低の目標基準値を上回る場合には、当該目標基準値を補正していくということとしては

どうでしょうかというご提案でございます。 

 なお、ＺＥＨ＋以上の水準の窓の経済性、こちらは前回ワーキングでお示しさせていただ

きました窓の断熱性能の向上に要する初期投資、これが光熱費の削減分によってどれぐら

いの年数で回収できるのかといった評価によって、費用対効果が見込めるのかどうかを検

討する必要があると考えてございます。 

 また、地域特性の考慮でございますが、以前の業界ヒアリングにおいて確認させていただ

いておりますとおり、一部の地域のみにおいて製品を供給している事業者様、或いは、性能

値が相対的に低くなる７～８地域向けに多くの製品を出荷しているという事業者様は特に

ないということを前提と致しますと、全国一律の目標基準値が設定されても不利益を被る

事業者の方はいないと考えてございます。 

 続いて、５ページ、サッシに関する各論点の方向性でございます。 

 ここは論点２、対象範囲の検討のところでございますが、2030 年のＺＥＨ／ＺＥＢ化目

標を踏まえますと、戸建住宅等用だけでなく、その他建築物等用についても改めて検討が必

要ではないかという論点でございます。 

 こちらについては、委員の方々から、対象の建築物を広げることは重要。ただし、その組

み合わせの技術といったようなものもあるので、こういったものが排除されないよう、一定

の配慮が必要であるといったご指摘をいただいております。また、非住宅には外皮基準がな

いということで、検討が難しいということも想定されるが、非住宅の追加の検討は必要であ

るといったご指摘をいただいております。 

 そして、業界団体様からは、非木造用のサッシは、アルミサッシ以外のアルミ樹脂複合サ

ッシ、樹脂サッシ、こういった製品のラインナップが少ないため、それを満たすための時間

とコストアップが懸念されるといったご指摘や、非木造用につきましては、サッシの 98％

がアルミ製であって、そのうちの住宅用は 30％、建築物用は 45％が単板ガラス用であると

いったご説明がありました。そして、単板ガラス用サッシの中には二重窓に用いられるもの

も含まれることが推測されるということで、その内窓と外窓、これは建設事業者の方からそ

れぞれ別々に発注されるということが一般的であって、その実態をサッシメーカーで把握

するということは困難であるといったご説明がございました。 
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 以上を踏まえまして、検討の方向性としては、その他建築物等用に対象範囲を広げるとい

うことを検討する必要はあると認識しております。他方で、木造を主とする戸建住宅等用、

それから非木造を主とするその他の建築物等用では、製品および求められる性能が異なっ

ているため、別の区分として目標基準値を設定する必要があると考えてございます。その上

で、今回は戸建住宅等用の議論を先行させまして、その他の建築物等用に関しましては、先

行した議論の結果ですとか、建築物の規制に関する最新の動向等を踏まえまして、今後必要

に応じて検討することとしてはどうでしょうかというご提案をさせていただいております。

なお、その際には、組み合わせ技術に対する規制の必要性や実効性も検討するため、二重窓

の普及状況や、商流の実態について調査を実施するとさせていただいております。 

 続きまして、７ページ、論点３でございます。これは戸建住宅等用の対象範囲でございま

すが、制度制定当時、木製サッシですとか特定の開閉形式が除外されてございますけれども、

最新の状況等を踏まえて対象に含めるべきか否か、改めて検討すべきではないかという論

点でございます。前回ワーキングで業界団体様から、制定当時は対象４材質・５開閉形式の

シェアは 93％であったが、現在はそれが 98％まで増加しているといったご説明がございま

した。 

 そこで、検討の方向性でございますが、まず原則１、これは７ページの一番下のところに

書かせていただいておりますが、①番、特殊な用途、②番、測定方法、評価方法が確立して

いないもの、そして、③番の、使用割合が極度に小さいもの、こういったものは原則として

対象範囲から除外するという内容でございます。これを前提と致しまして、現在サッシ業界

様に実施させていただいているアンケート調査の結果を踏まえまして、対象とする材質・開

閉形式を検討してはどうかという方向性でございます。ただ、業界ヒアリングによりますと、

４材質・５開閉形式以外に大きな割合を持つものはないというところですので、引き続き４

材質・５開閉形式を対象としてやっていくのが妥当ではないかと考えてございます。 

 なお、木製サッシについても、出荷した場合には実績として考慮されるように運用してい

きたいと考えてございます。 

 続いて、８ページ、論点４でございますが、こちらは対象事業者の規定方法でございます。 

 「年間の生産量又は輸入量が概ね１％以上の事業者」が対象事業者となってございますが、

これは「年間の生産量及び輸入量」なのではないのかといった論点でございました。 

 こちらは、省エネ法第 151 条において、その勧告及び命令の対象事業者としては、「生産

量又は輸入量が政令で定める要件に該当するもの」のように、「又は」で規定されておりま

して、また、政令第 22 条においても「年間の生産量又は輸入量」が具体的に表に示すよう

な書き方で規定されてございます。このように、法律と政令で既に「又は」と規定されてお

りますので、こちらの論点については「又は」で良いものとしたいと考えてございます。 

 続きまして、９ページの論点５、目標年度でございますけれども、こちらは製品開発から

出荷までに要する期間を考慮した上で、2030 年にＺＥＨ基準を達成するためにはどうある

べきかという論点でございます。 
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 こちらは、委員のご指摘としては、３年などの短いスパンで推移を見てフィードバックを

行っていくことが重要ではないといったご指摘がございました。 

 それから、業界団体様からは、商品のライフサイクルは８～10 年程度である、といった

ご説明や、フルモデルチェンジの期間は５～８年程度である、といったご説明がございまし

た。また、各社とも既に高性能なガラスを組み込んだ樹脂窓や複合窓を品揃えしているとい

うことでございまして、現状の製品体系の中で、全ての地域区分のＺＥＨへの対応は可能だ

というご説明でございました。 

 そこで、検討の方向性でございますが、まず原則７は、目標年度は、開発期間、技術進展

の見通しを勘案した上で、３～10 年をめどに、建築材料ごとに定めるとなってございます。

この原則７と、それから業界団体様のご意見を参考にして、目標年度は 2030 年に設定して

はどうかといったところをお示しさせていただいております。 

 なお、目標年度を 2030 年度とすることにつきましては、先ほど論点１で 2030 年の新築

戸建住宅の性能別シェアを参考に目標基準値を設定してはどうかと提案させていただきま

したけれども、そちらとも整合していると考えてございます。 

 また、仮に 2030 年に定めた場合においても、概ね３年ごとにフォローアップ調査を実施

致しまして、その進捗を確認していくこととしてはどうかとさせていただいております。 

 続きまして、10 ページ、論点６でございますけれども、こちらはトップランナー値の検

討でございます。新たなトップランナー値でございますが、性能が最も優れている製品の水

準とＺＥＨの外皮性能基準の関係を考慮してどうあるべきか、検討が必要ではないかとい

うものでございます。 

 業界の方々からのご意見としては、高性能ガラスを組み込んだ窓については品揃えが進

んでいて、現状の製品体系の中で、全ての地域区分のＺＥＨへの対応は可能ということでご

ざいました。 

 検討の方向性と致しましては、サッシのトップランナー制度制定当時には、トップランナ

ー値の検討から三層ガラス用のサッシが除外されておりますが、現在、三層ガラス用のサッ

シは使用目的や用途が特殊であるとは言えないことから、トップランナー値の検討におい

て考慮することとしてはどうでしょうかという方向性を示させていただいております。一

方で、四層ガラス以上の専用サッシにつきましては、検討に含めるかどうか、普及状況や、

各社の製品ラインナップを考慮致しまして、引き続き検討することとさせていただきたい

と考えております。 

 なお、熱損失防止性能が極めて優れた商品がトップランナー値の選定から除外されると

いう場合にも、引き続き、制度運用時には出荷実績として加味していくというところは継続

したいと考えてございます。 

 続きまして、11 ページの論点７でございますが、こちらはシェアの推計に係る論点でご

ざいまして、制定当時のシェアの推計が現在のシェアと異なる場合には、そのシェアの推計

方法を適切に見直していくべきではないかという論点でございます。 
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 委員の方々からのご指摘としては、前回ワーキングの業界団体の方々からのご説明によ

れば、2020 年になって出荷シェアに変化が出てきているということが分かった。その上で、

不活性ガス入りガラスの実績を見ずに目標を設定すると、目標と現実の乖離が大きくなっ

てしまうということが懸念されるため、不活性ガス入りガラスを含めた現状のシェアを踏

まえて目標が設定されるべきであるというご指摘でございました。 

 また、業界団体様からは、推計と実績の比較についてご説明いただきました。表に記載さ

せていただいておりますとおり、上の①が推計のシェアでございまして、下の②が実績でご

ざいます。こちらアルミ樹脂複合と、それから樹脂のところを見ていただきますと、推計が

実績を大きく上回っていることがお分かりいただけるかと思います。 

 これを踏まえまして、検討の方向性といたしましては、改めて将来の推計を行う場合は、

過去のシェアの推移の近似式だけでなく、今後予定されている住宅の政策等を踏まえて推

計するのはどうであろうかという方向性を示させていただいております。具体的には将来

的な新築戸建住宅の性能別シェアの推移というのが既に示されておりますので、こちらを

参考に検討することをご提案させていただいております。 

 続きまして、12 ページの論点８でございます。こちらは技術開発の将来の見通しについ

ての論点でございますが、ＺＥＨ目標との関係も踏まえまして、制定当時の状況と現在の状

況を考慮して見直しを検討すべきではないかといった論点でございます。 

 こちら業界団体様の意見としては、窓の熱貫流率の向上を目指して、いかに高性能なガラ

スを装着させるかということで、サッシ業界様としては技術開発を行ってきたというご説

明でございました。 

 そこで、検討の方向性といたしましては、サッシにおいては熱橋改善による性能向上とい

ったところも考えられるところですが、それを定量的に示すことは困難であるということ

で、制度制定当時においては、同一材質における性能改善は見込まないとされてございまし

た。その一方で、高性能品へのシェアの移行を行うことによって性能の改善を図っていくと

されたところでございます。 

 前回の業界ヒアリングの結果、今回も高性能品へのシェアの移行により性能の改善を図

っていくということで良いのではないかということでしたので、そのシェアの推計に当た

っては、将来的な新築戸建住宅の性能別シェアの推移等を参考に検討していってはどうか

ということを提案させていただいております。 

 続きまして、13 ページの論点９でございますが、目標基準値の設定に関する論点でござ

います。 

 現在の目標基準値は窓面積Ｓの関数として通過熱流量ｑ（Ｓ）で示されてございます。こ

ちらは出荷される窓製品の面積を必ずしもサッシメーカーが決定できるわけではないとい

うことから採用されたものでございますが、これまでの運用を通じて熱貫流率Ｕで評価す

るほうが合理的であるといったようなものがあれば、見直しが必要なのではないかといっ

た論点でございます。 
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 業界団体様のご意見は、性能指標としては熱貫流率Ｕ値のほうが適切とのご説明がござ

いました。一方で、現行の性能が低い評価用の標準ガラスで評価すると、適正な性能向上を

阻害するおそれがあるといったご指摘がございました。商流等の環境が許せば、サッシとガ

ラスでの総合評価が理想であるという意見もございましたが、商流の問題上、サッシメーカ

ーでは、組み込まれるガラスを全て把握することはできないことから、標準ガラスを見直し

ていただきたい、という要望がございました。 

 これらを踏まえまして、検討の方向性といたしましては、性能指標は熱貫流率Ｕとし、目

標基準値については、これまでの窓面積Ｓを変数とする関数式ではなく、代表サイズを決め

た上で、全ての対象開閉形式で共通の定数を目標として設定してはどうかとうご提案でご

ざいます。 

 他方で、開閉形式ごとに熱損失防止性能の差が大きいということも考えられますので、そ

の場合には、実態に即して開閉形式ごとに目標を定めてはどうかとさせていただいており

ます。 

 この際、論点１でご提案させていただきましたとおり、2030 年の新築戸建住宅の性能別

シェアを参考にさせていただいて、まず最低の目標基準値を設定し、その上で、論点６から

８で既にご説明させていただきましたトップランナー値の選定や、シェアの推計、技術開発

の将来見通しの検討結果も加えて目標基準値を設定してはどうかというところもご提案さ

せていただいてございます。 

 また、サッシの性能を測定する際には、評価用の標準ガラスを指定しておりますが、こち

らを最新の状況に合わせて見直しを検討することもご提案させていただいております。 

 次の 14 ページはまとめになりますけれども、サッシの目標基準値については、２つの方

法により検討を行うこととしてはどうかとさせていただいております。 

 まず、第１段階として、2030 年の新築戸建住宅の性能別シェアを参考に、住宅の性能で

あるＢＥＩを表３に記載のとおり設定いたします。このＢＥＩから、①窓の性能、②窓の供

給割合を仮定して、更に①窓の性能から考えられる窓の仕様例を導き出し、その仕様例から

サッシの熱貫流率を出してございます。米印になってございますのは、評価ガラスがまだ決

まっていないため、具体的な数字が出ていないというところになります。そして、最後の一

番下の欄のところに記載のとおり、加重平均を取って１つの目標基準値にしていくことに

なります。 

 これがまず第１段階としてございまして、その後に、第２段階として、第１段階の目標基

準値をベースに、ア）三層複層ガラス用のサッシのシェアの拡大、イ）高断熱サッシにおけ

るアルミ樹脂複合サッシから樹脂サッシへのシェア構成の変化、ウ）技術的進化、これはト

ップランナー値の選定や技術改善が含まれますが、これらの性能向上要素を積み上げてい

くことで、先ほどの第１段階の目標基準値を上回る場合には、当該目標基準値を補正してい

く、こういったことを検討してはどうかというご提案をさせていただいております。 

 続きまして、15 ページでございます。ここからは、複層ガラスに関する各論点の方向性
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をお示しさせていただいております。 

論点 10 でございますが、戸建住宅等用だけでなく、その他建築物等用についても対象に

含めて検討する必要があるのではないかという論点でございますが、こちらは先ほどご説

明した論点 2 と同じですので、説明については割愛させていただきます。 

 続きまして 16 ページ、論点 11 でございますが、トップランナー制度の対象範囲に係る

論点でございます。現在のところ、閾値はガラスの総板厚み 10 ミリ以下と設定されており

ますが、除外されるものの合計のシェアが１割を超えているという状況になっていたこと

から、断熱性能の高い複層ガラスが適切に評価できなくなっているのではないか、検討が必

要なのではないかという論点でございました。 

 こちらの論点については、単板ガラスが除外されているということも検討の対象に含め

るべきではないかという点と合わせて、皆様から様々なご指摘をいただいております。 

 まず、委員のご指摘と致しましては、高層共同住宅では戸建住宅と建築技術が異なってお

り、組み合わせ技術が主流になっていることから、コストなどを考慮した総合的な建築技術

そのものをミスリードしてはならないというご指摘がございました。また、単板ガラスを除

外しているということについて、全体への影響度、インパクトを考慮して判断すべきである

といったご指摘もいただいております。それから、建材トップランナー制度が機能するには、

低性能品を禁止していく必要があるといったご指摘。更に、単板ガラスの出荷比率が７割も

あるので、この用途についてはフォローしていく必要があるといったご指摘もありました。

加えて、単板ガラスの利用状況について、ガラス製造元が把握していない点については改善

が必要であり、二次メーカーから情報を吸い上げる等のルールを作る改善ができないもの

かといったご指摘をいただいておりました。 

 そして、業界団体様からのご説明と致しましては、制度制定当時と、2020 年における板

硝子協会３社のガラス総板厚み別の複層ガラスの出荷実績をお示しいただいております。 

 図に示させていただいてございますが、例えば 10 ミリから 11 ミリのところ、2012 年は

６％であったのが、2020 年には 13％に増加しております。また、11 ミリから 12 ミリのと

ころ、同様に７％から 15％に増加しております。このように 14 ミリ以下の出荷構成比が増

大しているといったことが確認できるというところでございます。また、単板ガラスにつき

ましては、ガラス二次加工メーカーやサッシメーカーにおいて、複層、合わせ、強化等の加

工ガラスの素板として使用されている定寸出荷が多いということでございまして、ガラス

メーカーでは、定寸出荷された単板ガラスの用途、最終出荷先というのは把握できないこと

から、トップランナー制度の対象に含めることは難しいと考えているというご説明がござ

いました。そのため、使用実態を明らかにすべく、サッシメーカー及びガラス二次加工メー

カーに対してヒアリング調査を行うことをお願いしたいといったお話がございました。 

 そこで、検討の方向性でございますが、現在のガラス総板厚み 10 ミリ以下の対象範囲に

ついては、ガラス総板厚み 14ミリ以下に見直してはどうか、とさせていただいております。

また、論点 10 の方向性として、戸建住宅等用を先行して検討し、その他建築物等用は必要
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に応じてその後検討を行うことについて既にご提案してございますが、その他建築等用の

ガラスの目標基準値を検討する必要がある場合には、その対象範囲を 12ミリ超とするなど、

具体的に検討してはどうか、とさせていただいております。 

 また、単板ガラスの取り扱いに関して、規制をかける場合には、ガラス二次加工メーカー

等が対象になりますが、ガラス二次加工メーカー等には小規模事業者が多数含まれており

ます。一方で、建材トップランナー制度は、その規制対象を技術的・資力的な点で社会的妥

当性のある事業者に限定し、小規模事業者を対象から除外しているという原則がございま

すので、こうした規制を行うことについては慎重に検討する必要があると考えてございま

す。 

 また、あり方検討会の取りまとめにおいて、遅くとも 2030 年までに、住宅は省エネ基準

をＺＥＨ基準に引き上げ・適合義務付けを行っていくということになっていることから、単

板ガラスの利用は実質的に不可能となるのではないかということを考えますと、出荷段階

で単板ガラスを規制する必要があるのか、検討していく必要があるのではないかとさせて

いただいております。 

 その他建築物等用の検討については、論点 10 の方向性の繰り返しになりますけれども、

組み合わせの規制の必要性や実効性を検討するために、二重窓の普及状況や商流の実態調

査の実施を検討していくこととさせていただいております。 

 続いて、18 ページ、論点 12 でございます。真空ガラスや三層ガラスを含む不活性ガス封

入品等をトップランナー値から除外している点は、最新の出荷割合を踏まえて見直しを検

討する必要があるのではないか、という論点でございます。 

 委員のご指摘としては、不活性ガス封入品の保証期間が 10 年であることを踏まえると、

トップランナー制度の対象として普及させてよいのか疑問を感じるといったご指摘をいた

だいておりました。また、特殊品として除外された不活性ガス、真空ガラス、トリプルガラ

スは、制度制定時の見込みを越えて普及しているのが実態であるというご指摘をいただい

ております。 

 それから、業界団体様のご意見としては、板硝子協会３社が出荷しているガラスのＬｏｗ

－Ｅ化率、及び、Ｌｏｗ－Ｅガラスの内数である不活性ガス封入品率の、2012 年及び 2020

年の実績を表に提示させていただいております。この表の一番下が制度制定時の推計にな

っており、不活性ガス封入品については普及を見込まないとされておりましたが、2012 年

の実績と 2020 年の実績を見比べますと、約 30％以上拡大していることがご確認いただけ

ます。 

 それから、高いレベルの窓の断熱性能を目指す場合、トリプルガラス化が性能の改善のポ

テンシャルが高いということで、今後、ガラスメーカーとしては、いかにトリプルガラス化

を推進していくか考えているとのご説明をいただいております。 

 そこで検討の方向性でございますが、不活性ガスを封入した複層ガラス、三層ガラスにつ

いては、地域によっては外皮基準を満たすために必要となるという場合もありますので、業
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界団体様からの意見も踏まえまして、トップランナー値の検討で考慮することとしてはど

うかとさせていただいております。更に、不活性ガス封入品が実際に性能を保持する期間に

ついては、委員の方からご懸念が示されたことも踏まえまして、確認を行っていくこととし

てはどうかとさせていただいております。 

 一方、真空ガラスについてでございますが、現在実施中のアンケート調査の結果を確認し

た上で、トップランナー値の検討に含むべきか検討が必要とさせていただいております。 

 続きまして、19 ページの論点 13 でございます。こちらは対象事業者の定義の仕方に係る

論点でございまして、年間の生産量又は輸入量の「又は」の接続が「及び」ではないかとい

う論点でございますが、こちらは論点４でご説明させていただいたとおり、法律や政令の規

定から引用しておりまして、解決済みとなっております。 

 続いて、論点 14 でございますが、目標年度に係る論点でございます。こちらについても、

既にサッシのところでご説明させていただいたものとほぼ同様でございますので、説明は

割愛させていただきます。 

 それから、論点 15 でございますが、ここもトップランナー値の検討に係る論点でござい

まして、検討の方向性については、先ほど論点 12 でご説明させていただいたものと同じと

させていただいております。 

 続きまして 20 ページの論点 16、性能改善の予測に係る論点でございますが、予測と現状

が異なる場合には、ＺＥＨ目標との関係も踏まえまして、今後の性能改善予測に活かすため

の検討が必要ではないかという論点でございます。業界団体様のご意見としては、現行以上

の更に高性能なＬｏｗ－Ｅ膜の開発は現実的には考えられないといったご意見、それから、

不活性ガス封入品について、クリプトンガスは高コストであり、安定供給面に不安があるこ

とから、採用拡大には消極的であるといったご説明があり、実際に、クリプトンガスの普及

率、現在でも１％になっているといったデータのご提示がございました。 

 トップランナー制度制定当時、不活性ガス封入品は特殊品として対象から除外されてお

りますけれども、一方で、製品開発の方向性としてはあり得るということで、性能改善予測

率の設定において考慮されており、Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスの性能改善要素として、1.2％の

性能改善予測率が設定されてございました。他方で、現下の不活性ガス封入品の普及率が想

定を超えて進んできているということは既にご確認いただいているところでございますの

で、検討の方向性としては、今後は不活性ガス封入品への移行を促すことで性能改善を図っ

ていくこととしてはどうかという方向性を示させていただいております。 

 クリプトンガスへの移行、それからＬｏｗ－Ｅ膜の改善というところは、業界様のご意見

を踏まえまして、見込むことが難しい状況であるとさせていただいております。 

 それから、制度制定当時、不活性ガスの封入はＬｏｗ－Ｅ化と合わせて行うことが効果的

であるということで、一般複層ガラスへの不活性ガスの封入は見込めないとされておりま

すが、実態を改めて確認してはどうかと提案させていただいております。 

 続きまして、21 ページ、論点 17 でございます。こちらは推計シェアに係る論点でござい
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ますが、シェアの推計と現在のシェアが異なる場合、今後のシェア予測に活かすための検討

が必要ではないかという論点でございます。 

 委員のご指摘としては、前回のワーキングの業界団体からの説明で、ガス入りガラスにつ

いて、2020 年になって出荷シェアに変化が出てきているということが分かった。このガス

入りガラスの実績を見ずに目標を設定すると、乖離が大きくなる懸念があるので、現在のシ

ェアを踏まえて目標設定すべきであるというご指摘をいただいております。 

 それから、業界団体様のご意見としては、制度制定当時の 2012 年に設定された 2020 年

における目標シェア、これと現在の実績を比較し、2020 年の目標シェアではＬｏｗ－Ｅ複

層ガラスが 63.78％だったのが、実績としては 69.5％というところになっており、さらに、

現下の不活性ガス封入品も予想を超えて普及が進んでいるというご説明がございました。 

今後の検討の方向性としては、これらの状況を加味した場合のモデルについて、改めて検

証が必要ではないかとさせていただいております。それから、今後の推計モデルの設定に当

たっては、三層複層ガラスも加味して検討していくことが妥当ではないかとさせていただ

いております。以降はこれまでの説明と同様でございますので、割愛させていただきます。 

 続きまして、22 ページの論点 18 でございます。こちらは目標基準値の設定に係る論点で

ございます。ガラスの目標基準値の設定については、現在、中空層厚みＸを変数として目標

基準値Ｕ（Ｘ）を定めております。この目標基準値Ｕ（Ｘ）は、出荷される複層ガラスの中

空層厚みを必ずしもガラスメーカーが決定できるわけではないということから導入されて

ございますが、中空層厚みが変化すると、目標基準値も変わってしまうため、中空層厚みを

増やすことが評価され得る目標基準値を検討すべきではないかという論点でございました。 

 業界団体様のご意見としては、中空層厚みはサッシの開発、販売状況に左右されるという

ことで、中空層厚みの増加による性能向上というのは、ガラスメーカー単独ではコントロー

ルできないという状況は当時と変わっていないということでございました。一方で、データ

集計ですとか評価計算の負担軽減を考えると、現行のＵ（Ｘ）と異なる目標基準値が望まし

いといったご意見でございました。 

 そこで、検討の方向性と致しましては、複層ガラスの中空層厚みはガラスメーカーが決定

できるわけではないという事情は変わっていないところでございますけれども、データ集

計と評価計算の負担軽減の観点、また、中空層厚みの増加というのも性能改善の一要素とし

て明確に反映される目標としていくという観点から、目標基準値については、中空層厚みを

変数とする関数式ではなく、１つの定数を目標基準値として設定してはどうかとさせてい

ただいております。この際、論点１のところでご提案させていただきましたとおり、2030

年の新築戸建住宅の性能別シェアを参考に、まず最低目標基準値を設定しまして、それから、

先ほどご説明させていただきました論点の検討結果、すなわち、トップランナー値の選定や、

性能改善予測、シェアの推計でございますが、この検討結果も加えて目標基準値を設定して

はどうかとさせていただいております。 

 次の 23 ページに目標基準値の設定の考え方をまとめとして記載してございますが、サッ
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シのところでご説明させていただいた内容と重複しておりますので、ご説明は割愛させて

いただきます。 

 24 ページ以降は、窓の性能表示制度に関する論点の方向性でございます。 

論点 19 でございますが、こちら現在の窓の商流を踏まえると、中間の卸や代理店が窓の

ガラス・サッシを組み合わせて販売しており、これらの事業者が窓の断熱性能値を決定でき

ないという課題がございますので、カタログへの掲載等、商流に即した制度を検討すべきで

はないかという論点でございました。 

 こちらについては、委員のご指摘として、性能表示は剥がしてもよいので、ラベルの添付

は必須として、多くの人の目に触れるような制度設計をしてほしいといったご指摘がござ

いました。 

 一方で、業界団体様のご意見として、より高性能な窓の選択に当たっての判断材料にする

という目的であれば、カタログ等への掲載で十分であり、製品に貼付することは必ずしも必

要ないのではないかといったご意見がございました。また、ショールーム等の展示場やカタ

ログでの表示が現実的であって、現物へのラベル貼付は任意としてはどうかといったご意

見がございました。 

 この論点の検討の方向性でございますが、カタログへの掲載、ショールーム等の展示場で

の表示は必須とさせていただくものの、現物への貼付については、諸外国の運用ですとか商

流等を確認した上で、これを踏まえて消費者の受容性も考慮して、消費者が容易に剥がせる

ものとしてはどうかということを提案させていただいております。 

 続いて、25 ページ、論点 20 でございます。こちらはこれまでの性能表示制度において参

照してきたＪＩＳ Ａ 4706 のほかにも新しいＪＩＳ Ａ 2104、通称ＷＥＰ法というものが

制定されており、こうした新たな手法についても検討すべきではないかという論点でござ

います。 

 委員のご指摘としては、冷房時と暖房時の性能を単純に合算して評価するというのでは

なく、冬の日射取得等の重要な要素を踏まえた、現場で適切な選択が行われるような制度を

考えていただきたいといったご意見がございました。それから、消費者の視点では、家の建

築時に専門家が考慮する窓の性能の細かい内容までは把握できないので、格付けなどの分

かりやすい表示にしてほしいというご指摘もいただきました。 

 業界団体様のご意見としては、サッシ協会様より、検討すべき課題は多いものの、新しい

ＷＥＰ法による性能表示を検討していくべきといった見解を示していただいております。

消費者への分かりやすさの観点から、総合的なエネルギー消費性能を示すべきであり、ＷＥ

Ｐ法が良いということでございますが、等級区分の閾値の設定については検討が必要であ

るといったご説明でございました。また、家電の事例を参考にすると、光熱費を示せること

が望ましく、暖冷房負荷との相関性が高いＷＥＰ値の方が望ましいが、一方で、その算定方

法については検討が必要といったご意見でございました。 

 それから、板硝子協会様のご意見でございますが、従来から参照しているＪＩＳ Ａ 4706、
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これは断熱性能を等級で表示することによって、一般消費者にとって分かりやすいものに

なっているが、日射取得性能区分の窓性能との関係は分かりづらいといったデメリットも

あるというご意見でございました。一方で、ＷＥＰ法は総合的な評価が可能なので、一般消

費者にとって分かりやすいけれども、地域、方位、建物モデル等によってＷＥＰ値が異なる

という点は、一般消費者にとっては分かりづらく、甲乙がつけ難いというご指摘がございま

した。 

 これを踏まえまして、検討の方向性として、現行のＪＩＳ Ａ 4706 と、それからＷＥＰ

法、この２つのＪＩＳにはそれぞれメリット、デメリットがありますが、窓単体を評価する

という性能表示については、今回もＪＩＳ Ａ 4706 をベースとした断熱性能で評価するこ

ととさせていただいて、これに加えて、設計者や建設業者が窓の設置場所に応じて適切に選

択できるように、別途日射取得性能を表示することとしてはどうかといった方向性にさせ

ていただいております。他方で、将来的にはＷＥＰ法をベースとした性能表示を検討してい

くことも有意義であると考えられますので、消費者に混乱を与えないということを前提と

しつつ、事業者が自主的にＷＥＰ法を活用するということは妨げないとしてはどうかとさ

せていただいております。 

27 ページの論点 21、こちらは熱貫流率 2.33 未満の高い断熱性能を有する窓が適切に評

価できる等級になっていないという現行の課題がございますので、上位の等級の導入を検

討すべきではないかという論点でございます。 

 委員のご指摘としては、上位等級を設定し、高性能なものを正しく評価するということは

非常に重要であるといったご指摘をいただいております。それから、性能の低い製品に１つ

星の表示をするということについては違和感があるというご指摘もいただいております。 

 これを踏まえまして、検討の方向性と致しましては、熱貫流率 2.33 未満の高い断熱性能、

これを評価、表示できるように、以下の図のような上位等級を導入した表示としてはどうか

という提案をさせていただいております。その上で、最高等級が６つであるということが分

かるような表示とすることで、下位の等級である１つ星や２つ星についても表示を求める

こととしてはいかがでしょうかという方向性にさせていただいております。また、住宅等に

用いる際には、日射取得性能を考慮する必要があるということで、別途日射取得性能につい

ても表示することを検討してはどうかとさせていただいております。 

最後に 29 ページ、論点 22 でございます。こちらは、窓のサイズが変わってしまうと同

一シリーズであっても等級記号が変わってしまうので、消費者にとって分かりづらいとい

った課題の論点でございました。 

 こちらについては、業界団体様のご意見として、代表サイズを使えば分かりやすい表示に

なると考えていることや、サイズごと、開閉形式ごとの評価が煩雑であるので、同一シリー

ズであれば、代表のサイズ・開閉形式で評価、運用していいのではないかというご意見がご

ざいました。それから、代表開閉形式による評価を行う場合には、引き違い形式のみで評価

することや、サッシのトップランナー制度で採用されている５つの開閉形式で評価するこ
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とも考えられるというご意見をいただきました。 

 これを踏まえまして、検討の方向性と致しましては、同一シリーズであれば、代表サイズ

で評価して、共通の等級記号を使用するということを認めてはどうかとさせていただいて

おります。その代表サイズについてですが、建築研究所技術情報に記載されております代表

試験体基準を参考に設定することを提案させていただいております。他方で、同一シリーズ

と見なすことが可能な窓の範囲につきましては、業界団体様のご見解も踏まえまして、何で

もかんでも同一シリーズとして良いということではなくて、一定のルール化が必要ではな

いかということを記載させていただいております。 

 駆け足の説明になってしまいましたが、以上でございます。ありがとうございます。 

 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 只今ご説明にありました議題１について、まず委員の皆様からご発言、ご質問等をお願い

したいと思います。まとめてお受けした後に、事務局よりお返しするという形で進めさせて

いただきます。 

 ご発言を希望される方におかれましてはチャット機能でご連絡をください。 

 また、ご意見、ご質問される際には、ガラスとサッシ、どちらについてのものであるか、

何番の論点に対するものであるかをお示しいただけるとありがたいです。 

 それでは前委員、お願い致します。 

○前委員 

 初めに資料の２ページ目のところですね。論点①と書いてありますけど、こちらに、2030

年以降新築される住宅について、ＺＥＨ基準の省エネ性能確保を目指すと書いてあります

けど、あり方検討会の取りまとめ本文、19 ページ目の表には、遅くとも 2030 年度までに、

誘導基準の適合率が８割を超えた時点で、省エネ基準をＺＥＨ基準、ＢＥＩ＝0.8 および強

化外皮に引き上げ・適合義務化とされています。なので、ＺＥＨ基準を目指すという話では

なく、適合義務化ということになるわけですから、ちょっとこれは修正をされるべきかと思

いました。 

 次に、４ページ目の表２ですけれども、ここの住宅の想定外皮性能ＵＡ値 0.60、0.40～0.50、

0.30 とあって、これは検討会取りまとめでも引用されていた鳥取県のＴ－Ｇ１、Ｇ２、Ｇ

３を想定したものなのかなと感じました。 

 着工割合が 60％、10％、30％とあります。これはあり方検討会、2030 年における予測を

基にしていると思うのですが、検討会の資料はもっぱら温暖地６地域を想定していたと記

憶しています。地域の分布を考えなくてもよいのでしょうか。この中のＢＥＩ＝0.65、ＵＡ

値 0.30 というのが、もっぱら寒冷地に展開されるとするとと、残りの温暖地はもっぱら UA

値 0.60 を想定するのでしょうか。すなると、日本全体ではＵＡ値は先の分布になっている

けど、温暖地はＺＥＨぎりぎり、ＵＡ値 0.60 ばっかりが増えてしまうということにつなが
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らないのかなと、ちょっと着工割合をよく考えたほうがいいのかなと思いました。最近では

温暖地でもＨＥＡＴ20 Ｇ２レベルの家が非常に増えてきていると、Ｇ２対応の窓の需要

が急増しているという話をよく聞きますので、やっぱり温暖地でもＺＥＨレベルの断熱に

とどまらず、さらなる断熱強化を、トップランナー基準が応援する、支えるべきかと思いま

す。 

 あと、ちょっと細かくて恐縮なんですけど、この表の中で、ＢＥＩ＝0.8 の窓の仕様例で、

アルミ樹脂複合サッシ、Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス（中空層 10 ミリ以上）で窓の熱貫流率 2.33

とあるんですけど、すみません、同じ仕様、サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に

よる開口部の熱貫流率表で見ると 2.91 と書いてあって、この窓の仕様例で 2.33 になるとい

うのはどの計算方法でしょうか。計算方法によって違うということはもちろん存じ上げて

いるんですけど、ちょっと明らかにしておいていただいたほうがいいのかなと思いました。 

 あと２つで終わりにしますけれども、熱貫流率の目標、これは４ページ目の真ん中のＵｇ

値の目標が 2030 年で 1.7 とありますけど、現状で、既に 1.96 になっているというお話が

ありましたから、10 年後の目標としてはちょっとささやかじゃないのかなと思います。現

行のトップランナーが、性能押し上げに大して貢献したとは言えないんのではないかと思

いますので、やっぱり今回、トップランナーは同じ失敗をせずに、しっかり性能を押し上げ

る方向にちゃんとするべきじゃないかなと感じました。 

 あと１つだけ。４ページ目ですけど、一番下ですね。なお、ＺＥＨ＋以上の水準の窓の経

済性については十分な費用対効果が見込めるかを検討する必要があるとありますが、暖房

のエネルギーコストは、ご存じのとおり地域区分はもちろん、暖冷房の設定スケジュールに

よって大きく異なります。近年では健康・快適の面から全館２４時間空調が普及してきてい

るので、従来の部分間欠暖房を前提とした試算では不十分だと思いますので、さまざまな気

候、空調使用条件できちんと計算する。ともすると、断熱強化はペイしないという結論だけ

が出てきてしまうんですけども、そもそも健康・快適な暮らしを前提として、暖房コストを

きちんと論じるべきだと思います。長くなりましたが、以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは井上委員、お願い致します。 

○井上委員 

４つ、５つあります。手短に申し上げますが、１つは全体に係ることです。先ほど前委員

が、トップランナー制度の効果としてはささやかだったのではないかというふうに言われ

ました。実態のほうがトップランナー制度を超えているというのは、方向性は少なくとも正

しく提示して、もっと普及が進んだという意味では多少効いたのかもしれませんけど、目標

が控えめ過ぎたといいますか、十分そこまで進むことが読めなかったというところは少し

反省して、ほかのところで何点か、一定期間ごとの実態を見直して目標を再設定していくと

いうことでしたけど、現時点でも極力高めの目標設定を意識したほうがいいと思います。 
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 それから 16 ページ、17 ページ辺りの、これも前回議論になりました。単板がガラス出荷

の７割を占めるという話があって、これがよく分からないまま、３割のところだけ一生懸命

議論というのも非常にバランスを欠いている気が致します。これは前回もご説明がありま

したけど、単板の中身は行った先で二重窓になるとか、あるいは複層になるとか、Ｌｏｗ－

Ｅガラスになるとか、そういったことが含まれているということでしたけど、これも前回、

ヒアリングを実施されるということでしたので、まず全体のバランスを、どうなっているか

を極力把握していただいて、大体どうなっているということが分かれば、われわれもこの後

のいろいろな再設定をするときも判断しやすいのではないかと思います。 

 もう一つ、場所は分からなくなりましたが、例えば 10 ページの最後にあるように、現行

のように、いいものは表示はされないけれども計算には入っているというやり方は、そうい

ういいものが選択肢としてあるということが伝わらないままになるので、極力高性能なも

のは高性能な等級をしっかり作って、そこで提示していくということが必要だと思います。 

 それから、あと２点ほど。ＷＥＰ法についてですけれども、これも前回も申し上げたかも

しれませんけど、総合評価というふうにしてしまいますと、断熱性とか日射熱取得率とか、

気密性、光の透過性とか、全部一緒にしてということになるので、性能だけでいくと、例え

ば非常に可視光の透過率が低いガラスが高性能として出てくる可能性があるわけで、やは

りそれぞれの求める性能がどうであるかというのが分かるようにしておくということは必

要だろうと思います。 

 最後の 27 ページ辺りに、より高性能な窓のグレード、等級を設定して表示していくとい

うのは、これは大変重要なことで、非常に重要なワンステップが進みつつあるのかなという

ふうに聞かせていただきました。以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは中村委員、よろしくお願いします。 

○中村委員 

 ありがとうございます。それでは私のほうから。 

 ご説明いただきありがとうございました。各論点の検討の方向性については概ね賛成で

ございますが、幾つか意見させていただきたいと思います。 

 まず５ページ目の下部の方にありました論点２で、下段の方に、今後必要に応じて検討す

ることとしてはどうかという書き方をされているんですけど、この、その他の建築物等用に

関しては、ここも段階的に水準の引き上げ等を考慮しますと、上にも書いてあるんですが、

必要になってくるということは見えていることになりますので、この辺りのスピード感と

いうものをどのように考えられているかというのを、いま一度確認させていただければと

思いました。 

 続いて、９ページ目になりますが、ここも下部の方に、概ね３年ごとにフォローアップ調

査を実施し、ということで書かれておりまして、今、井上委員も前委員もおっしゃったとお
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り、目標が適切であるかというのは常に見直していく必要があると思いますので、この点に

ついては賛成でございます。 

 続いて、17 ページの論点 11 について、単板ガラスの利用は実質的に不可能となることを

踏まえ、出荷段階で単板ガラスを規制する必要があるかということで書かれています。こち

らについては、利用用途を詳細に把握してからの議論になるとは思いますが、、義務化や基

準の引き上げを見据えますと、高性能なものが標準化されていくことも重要かと思うので、

こういった措置というのは必要かと思います。ただし、現時点で小窓に関する除外要件など

が省エネ基準の仕様規定にもありますので、今後省エネ基準の適否をどのように確認する

かなどにもよると思いますが、義務化の運用にも関わってくるのかなと思いまして、その点

も考慮しつつ検討されてはどうかと思いました。 

 最後に、27 ページ目、論点 21 です。前回も、事務局案ということで、星の数で表示する

ということで示していただいたんですが、星の数については、ここで例示として挙げられて

いるのが６段階となっていて、星が、より数が多いほどいいわけですが、例えば 2030 年度

の目標シェアにこれを採用するとなると、2.33 ぐらい以下のものを採用していくというこ

とになると思うんですが、今の、例えばここに示されている表示でいきますと、６段階あっ

て星が３つとなると、ぱっと見たときに真ん中よりも半分左側にあるので、つまり、やや悪

いのかなという判断に、消費者の方が勘違いされないのかなというのがちょっと気になり

ました。例えば５段階であれば、星１つを悪い、星２つでやや悪い、真ん中があって、やや

良い、良いぐらいで５段階ぐらいになると、例えば 2.33、これは、今後目標水準をどこに持

ってくるかということになると思いますが、2.33 が３つの表示であっても、これが基準値

相当、つまり、どちらでもないとか、標準的なものかなというふうに、ぱっと見ても判断し

てとれるものになりますので、30 年時点の目標自体、星のラベルをいつ見直すかにもよる

かもしれないんですけど、もし 2030 年の目標自体を 2.33 以下というふうに、シェアをそ

れで考えるのであれば、2030 年の目標を見据えて 2.3 あたりを星３つ、それ以下を、細か

くしたいのであれば星２で致し方ないとは思いますが、2.33 以上は星１つ、星２つとか、

段階を６段階じゃなくて５段階ぐらいにしたほうが、消費者にとってはぱっと見判断しや

すいのではないかなと思いました。以上でございます。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは山下委員、お願い致します。 

○山下委員 

 ありがとうございます。全体として 2030 年を目標年とした表４に基づいて目標基準値の

設定を考えるという方針について異論はございません。 

 ただし、三層ガラス用のサッシの追加ですとか、高断熱サッシのシェアの変化、あるいは

サッシ性能評価用の標準ガラスの見直し、またはガス入りガラスの普及といった、今後、よ

り性能の優れた製品の導入や普及が加速化する可能性もあるわけですので、３年ごとの追
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跡調査、フォローアップは非常に重要かと思います。 

 論点の２について、何度か言及されておりますその他の建築物などへの対象範囲の拡大

も必要だと考えます。必要に応じてという記述があって、タイムラインについて中村委員が

お尋ねでしたけれども、これはいずれ必要となるわけだと思います。ただし、これにつきま

しても、既に指摘があったように、認められる性能の違いなどから、戸建住宅等とは異なる

区分での目標基準値の設定と、単板ガラスの扱いなど事前の実態調査による二重窓の普及

状態、あるいは商流の調査は必要と考えます。 

 17 ページの論点 11 にありました単板ガラスの扱いについて、あり方研究会の取りまと

めから、遅くとも 2030 年までにＺＥＨ基準までの引き上げと適合義務付けが既に結論付け

られていることから、実際には単板ガラスの利用が実質的に不可能になるという表現があ

りました。これは出荷段階で単板ガラスを規制する必要があるのかどうかという論点につ

ながっているのですが、最終的に組み合わせ技術であっても性能もちゃんと担保できなけ

れば効果を上げられないわけですので、どこかで単板ガラスを組み合わせて使うことがＺ

ＥＨについても何らかの評価ができるようにしなければ、実態での効果が出てこないとい

うことかと思います。 

 質問になりますが、実態が制度を越えて普及しているという点が論点の 12、16、17 など

で繰り返され、複層ガラスやガス封入ガラスなどの例が指摘されています。先ほど井上委員

が、目標が控えめだったからでしょうかというふうにおっしゃっていましたけれども、事務

局の理解では、あるいはメーカーさんのヒアリングから、その理由は何であったと思われる

でしょうか。これはメーカーの努力だったのか、あるいは消費者がそういった製品を求める

ようになっているのか、何らか理由が分かっているようでしたら、反省する部分を含めてご

教示いただければと思います。以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは二宮委員、お願い致します。 

○二宮委員 

 ほかの先生方からも意見があったんですけど、27 ページで、断熱性能と日射取得性能を

評価しようということで、特に日射取得性能についての検討をしようと書かれているんで

すが、これを見ると、１、２、３とあったときに、３のほうが日射取得性能が低いわけです

ね。なので、それについては取り入れるほうがいいのか遮蔽（しゃへい）するほうがいいの

か、これは地域によって違いますので、どうやって表示すればいいのか悩ましいんですけど、

ＪＩＳのＮ－１、Ｎ－２、Ｎ－３をそのまま使うと、なかなかどっちがいいのか分かりにく

いのかなという気がしました。 

 それから、2030 年の目標ということになると、住宅用は少ないかもしれないんですが、

発電ガラスですね、ＰＶみたいなものももっと普及してくるような気もするので、そういう

ところもちょっとは入れておいてもいいのかなという気がしました。以上です。 
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○田辺座長 

 ありがとうございます。 

 それでは岩前委員、お願い致します。 

○岩前委員 

 岩前です。よろしくお願いします。１点なんですけれども、ほかの委員の先生方もおっし

ゃられていましたが、どうもやっぱりこれまでの目標設定がアンダーであったという印象

は拭えません。今回、それを一気に厳しい側に持っていくというのも不合理ではと思うんで

すけれども、その意味において、2030 年に目標年度を設定するというのは、これはこれで

また致し方がない部分もあろうかと思いますが、「おおむね３年ごとにフォローアップ調査

を実施し、進捗を確認する」という今文言になっておりますが、ここに「著しく目標とずれ

る場合は目標自体をその時点で修正する」という１文が入ってほしいと思います。以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは鈴木委員、お願い致します。 

○鈴木委員 

 まずは、説明ありがとうございます。私は、戸建住宅に比べ、他の建築物は建築技術とし

て難しい、組み合わせの技術もいろいろあるので、まず戸建住宅等で考えていくという方向

は基本的に大賛成です。 

 その上で、細かなところになりますけど、論点の 20、ＷＥＰ法の件に関してですが、Ｗ

ＥＰ法というのは非常に魅力的な評価方法だと思いますけど、やっぱりすごく難しいです

ね。いろんな環境条件や建築条件によっても結果は変わってまいります。地域条件によって

も変わってきますので、事業者が自主的に活用することを妨げないというふうになってい

ますけど、それにしても、ＪＩＳのほかにさまざまなプラスアルファの前提条件をつくらな

いと、答えがまちまちになって、消費者が困るのではないかという懸念があります。 

 次が論点 21 ですけど、何人かの委員の方々からもご発言がありましたが、星の数で性能

を表示することの限界が来ているのでないかと。もちろん上位の性能を見える化すること

は大賛成です。星の数ではなく、星６、星５とか数字であらわす、その方が小さな窓面積、

ガラス面積でも表示できるようになる。星を数えるのではなく、数字を見るだけで性能が類

推できるような方向に表示方法も変えるべきじゃないかという気がします。 

 それと、もう１点は、同じページの日射取得熱ですけど、二宮委員からもお話がありまし

たが、日射取得率というのは、これ以下であればいいのではなくて、Ｕ値に応じた最適範囲

があります。ある数値以下であることが省エネ上、必ずしも優れているわけではないのです。

その点も考慮して表示しないと、技術としてミスリードする可能性があるんじゃないかと

思います。 

 そんなところで、全体の方向性としてはよろしいのではないかと思いました。ありがとう

ございました。 
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○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは加藤委員、お願い致します。 

○加藤委員 

 よろしくお願いします。何人かの方からのご意見もありましたが、目標より実績が上回っ

ている現状で、でも、私たちは 2030 年にＺＥＨになってほしいということがあってこれを

やっているんですけど、一般消費者がどれだけＺＥＨというものを知っているんだろうか

ということに疑問を持っています。ごめんなさい。論点①の部分、一番初めのところについ

て発言しています。広告とかを見ていますと、安くてよい家とか、安いとか、デザインがど

うだとか、そういうことばかり書かれていて、省エネ性能をうたっている広告とか、あるい

は本屋さんに行って、家を建てるために何か参考にする本を買おうかというときでも、なか

なか省エネに関するものは少ないと思っています。だから、2030 年が目標であっても、そ

の前から十分に、ＺＥＨというものがあるよということを、浸透をどのようにさせていくの

かなと、浸透させていく必要があると思っています。 

 論点 19 のラベルについての話なんですけれども、やはり窓の性能は、ラベルを付けるか

どうかの話なんですが、消費者への品質保証になると思いますので、あとから簡単に剥がせ

るもので付けていてほしいなと、ごまかしがないということの証であるので、ぜひ付けてほ

しいなと思っています。以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございます。 

 池本委員はよろしいですか。 

○池本委員 

 ありがとうございます。今、まさに議論されているラベルの表示についてですけれども、

やはり、普及ということを考えたら、地道かもしれませんが、例えばテレビ番組とかで、朝

の番組とかで、皆さんの窓のこの位置にこのシールを貼っていませんかとかというふうな

形で説明ができたりするというのは非常に分かりやすいかなと思いますので、なるべく出

荷の際に、貼付するフローを心掛けたいなということ。 

あと、星で限界があるんじゃないかというご発言があったかと思います。ちょっとどうい

うやり方がベストか分かりません。今、ポータルサイトでは目安光熱費という換算値を出し

ますが、これが窓の性能で実際できるのかどうかというのは非常に難しい部分があるかと

思いますが、いずれにしても、何か別の方策も併せて検討というふうにはしていただいたほ

うが望ましいのかなと思います。 

 それと、最後に私、2019 年に、ヨーロッパに省エネのこのラベルの表示とか、これは窓

ではなくて省エネ全体のＥＰＣとかの表示の実態を調べに行ったときに、ポルトガルの話

で非常に印象に残っている話がありまして、アンケートで聞くと、省エネ性能が高い住宅と

いうものに対する認知が、「どちらかというと高級な住宅である」「品質がいい住宅であるか
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ら、とてもいいものに住んでいる」というふうな認知が取れているというのがポルトガルの

特徴ということが考察できました。 

 エナジー・ベネフィット、ノン・エナジー・ベネフィットだけではなくて、本質的には長

期優良住宅のようにモノがいいのだということを、国民に伝えていく位置付けにしておく

と、セールスをしていく、あるいは賃貸で普及させていくという意味においてもいいのかな

と思っています。ちょっとまだ考え抜けていませんが、高級なものであるというふうな認識

で普及させていくという方策も踏まえて、ちょっと一緒に考えさせていただければありが

たいなと思っております。以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、オブザーバーの皆様からご発言いただきたいと思います。手が挙がっているの

で、国土交通省の野口様、お願い致します。 

○野口（国土交通省） 

 私のほうから、目標年度、それから基準の水準の関係、それから戸建住宅以外の、共同住

宅とか非住宅の基準の引き上げ等の意見を述べさせていただきます。 

まず目標年度について、2030 年度ということでご提案いただいておりますが、省エネ基

準の引上げについて、前先生からもご指摘いただきましたが、遅くとも 2030 年までに、建

材の状況を踏まえて、ZEH 基準に引上げる。それを踏まえると、建材の目標年度が 2030 年

度では遅いのではないかと思います。概ね３年ごとのフォローアップとの案をいただいて

おりますけれども、例えば、来年度 2022 年度の３年後である 2025 年度に、仮に進捗があ

まり進んでいない場合に、進捗が進んでいないのに 2030 年よりも前に目標を前倒すという

オペレーションは現実的に考えにくいのではないかと思います。それから、省エネ基準の引

上げについて先ほど申し上げました。引上げ時期・水準は建材等の普及状況を踏まえてとい

うことですので３年ということではなく、ぜひ毎年度のフォローアップをお願いしたいと

思います。 

 それから２点目が、基準の水準についてでございます。省エネ基準を引上げ、全ての住宅

が義務付けされるということを見据えると、建材の評価に当たって、加重平均ではなくて、

低いものは供給をさせにくいといったような評価の工夫というのが議論としてはあり得る

んじゃないかと思います。 

 それから３つ目、共同住宅、戸建住宅以外というところで、中村委員からご指摘いただき

ましたけれども、必要に応じてということではなく、早急な検討が望ましいと考えています。 

○田辺座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、住宅生産団体連合会の西澤様、お願い致します。 

○西澤（住宅生産団体連合会） 

 住宅生産団体連合会の西澤です。よろしくお願い致します。 
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 私は窓の性能表示の論点 19 から 22 のところで発言したいと思います。取りまとめの方

向性について、検討の方向性について賛成でございます。特に 25 ページにある論点 20 の、

ＪＩＳの方法か、あるいはＷＥＰ法かということについては、やっぱりＷＥＰ法で計算する

評価というのは、地域で評価の結果が変わってきてしまいますので、そういった意味では、

逆にいわゆる建築主の方にとって分かりにくいものになってしまうのではないかというふ

うに思っております。そういった意味で、現状のＪＩＳでというのがふさわしいというふう

に考えております。 

 それから、29 ページ目の論点 22 ですけれども、これも代表試験体ということに賛成で、

これまでの評価はやっぱり窓のサイズで評価が変わっていってしまうので、逆に建築士の

方にご説明しづらいというところもあったかと思います。建築研究所技術情報で、代表試験

体の評価というのと同様に、計算のルートでも、技術情報の付録Ｂのところで、面積とか寸

法にかかわらず計算できるという、そういうルートもありますので、そちらも使えるように

していただけるといいのではないかと思いました。 

 以上になります。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございます。それでは板硝子協会の斉藤様、お願い致します。 

○伊東（板硝子協会） 

 すみません。斉藤の前に、伊東の方から一言だけ発言させていただきたいんですが、よろ

しいでしょうか。 

○田辺座長 

 はい、どうぞよろしくお願い致します。 

○伊東（板硝子協会） 

 詳細なご説明を本日はありがとうございました。各論点の今後の議論の方向性がより明

確になったというふうに思っております。 

 始めに、板硝子協会としましては、建材トップランナー基準の今回の見直しによりまして、

ガラスの目標基準値を引き上げることについては、現状、既に現行の基準値を達成している

こと、それから今後カーボンニュートラル 2050 年の積極的な取り組みをしていくこととい

う観点から賛成を致します。一方で、今回ご提示をいただきました、ガラスの目標値 1.7 と

いいますのは、私ども実は考えていたものよりもかなり高い設定となっておりますので、本

日の資料は今後の議論の方向性をお示しいただいたというふうに理解しておりますので、

これから、今、斉藤がいろいろ説明させていただく諸点も含めまして、今後ぜひ詳細なお打

ち合わせのほうをさせていただきたいと、このように思っておりますので、ぜひよろしくお

願い致します。 

 それでは、引き続いて斉藤から、疑問点でありますとか、そういうことにつきまして申し

述べさせていただきます。斉藤さん、お願いします。 

○斉藤（板硝子協会） 
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 先ほど伊東専務理事からお話がありましたとおり、この目標に向かって取り組んでいく

といったことに関しては異論ございません。 

 確認したかったこととしますと、ＢＥＩ＝0.65、窓Ｕ値で言うと 1.3 といったところの構

成比が 30％であるということでございまして、このＵｗ＝1.3 というのは、ＺＥＨ＋でいき

ますと北海道の基準に相当するというふうに捉えております。ですので、その基準を 30％

の構成比にしていくということに関しまして、エリア的にどう進めていくのかとか、そうい

ったことに関しましても、これから具体的な数値検討に当たって、いろいろ議論させていた

だきたいと思っています。 

 というのは、このＢＥＩ＝0.65、Ｕｗ＝1.3 は、新築の戸建て住宅というところを想定し

ているというふうに理解を致しました。一方、トップランナー制度の対象となるガラスとい

うことでございますと、今、複層ガラスということになっていますけれども、もちろんここ

には新築の戸建以外に、リフォーム用の複層ガラス、例えば内窓に入るガラスであるとか、

単板ガラスからガラスを交換してペアにするという、アタッチメントを付けたペアガラス

とか、そういったものも当然含まれてくるという形になります。ですので、Ｕｗ＝1.3 とい

うと、ガラスで言うとトリプルということになりますけれども、トリプルがあまり使われな

いリフォーム系のガラスというものも当然対象になってくるということでございますので、

その辺のリフォームと新築というのをどう見ていくかといったこと一つあるかなというふ

うに思っています。 

 また、ガラスの総厚みが 10 ミリから 14 ミリに拡大していくという部分でも、当然 14 ミ

リと増えることによって、非住宅も対象になってくるということでございます。前回にもご

説明させていただきましたとおり、ガラスの用途が住宅なのか非住宅なのかといったとこ

ろは、ガラスメーカーとして判定ができない部分がございますので、14 ミリということで

すと、非住宅が入るので、そこの非住宅の目標設定値をどう置くかというようなところも、

併せて考えていく必要があるかなと思っております。 

 また、ちょっと細かい点になりますけれども、ＢＥＩ＝0.8 で窓Ｕ値 2.33 のところで、Ｕ

ｇ、ガラスの中央部熱貫流率 2.0 この数値に関しましては、アルミ樹脂複合サッシの場合の

Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスＡ10 と、そのＬｏｗ－Ｅ複層ガラスＡ10 の熱貫流率が 2.0 というこ

とでございますので、Ｕｗ＝2.33 をクリアするためには、樹脂サッシとのガラスの組み合わ

せということも当然出てくるかと思います。そうすると、ガラスに求められるＵｇ値という

のは、2.0 ではなくて、また変わってくるということがございますので、この辺をどう設定

として置くかといったところも、最終的な基準値に変わってくるということがございます

ので、この辺はこの後協議だと思いますけれども、議論させていただければというふうに思

います。 

 あと、最後になりますが、またこれも細かい点ですけれども、中空層厚みの考え方ですけ

れども、今、変数になっているところを定数にするというところがございますけれども、先

ほどのリフォーム用のガラスといったところでいきますと、どうしても例えば単板ガラス
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からペア、複層ガラスに替えるといったときに、あまりガラスの総厚を大きくすると網戸に

干渉してしまうとか、そういったことがあって、ある程度厚みを抑えないといけないという

部分も出てきます。ですので、そういったリフォーム用の中空層厚みが制限されるという部

分を、ある程度中空層厚みの定数なのか変数なのかとありますけれども、そこの中に要素と

して考えていく必要があるかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。それでは、日本サッシ協会の坂口さま、お願い致します。 

○多田（日本サッシ協会） 

 サッシ協会の方からですけれども、全体の方向性として、論点１があったかと思います。

2030 年のＢＥＩの割合を参考にしながらという方向性については、サッシ協会のほうも賛

成したいと思いますが、ＢＥＩということになりますと、地域的な要素があると思います。

そういった各地域ごとのＢＥＩ、窓に求められるレベルというのも変わってきますので、そ

の中身を精査しながら積み上げて、窓の要求レベルに落とし込んでいければ良いと思いま

す。住宅全体のＢＥＩから落とし込んでいくときに、設備だとか、あと外皮に関しても、当

然断熱材との兼ね合いもあります。そういった部分もありますので、それぞれに落とし込ん

でいったときに、レベル感を上げていくと、逆にそれぞれの構成要素に対する選択肢を狭め

ていくということにもなりかねないので、各構成要素との兼ね合いについても議論させて

いただければと思います。 

 それと、サッシ協会からの前回のプレゼンにてご説明しました材質別のシェアの推移で、

最近高断熱のアルミ樹脂複合、樹脂サッシの割合がどんどん急速に伸びていると説明させ

ていただきましたが、これはあくまでも新築向けということでございます。サッシメーカー

から出荷される際には、当然新築以外に、今建っている住宅のリフォーム用ということで出

ていくサッシもございます。例えば同じ新築の製品であっても、リフォームで使われること

もございますので、純粋な新築の住宅に使われるものということから目標を設定していく

と、リフォーム用もありますので、高めの目標設定になってしまうのではないかというとこ

ろは懸念材料です。 

 それと、窓の表示の方でございますが、サッシ協会のほうからはＷＥＰ法を提案しました

が、ご指摘のとおり、いろいろと課題がございます。なので、断熱性能を中心としたという

ところで、先生方からもお話ありました日射のところというのは、一概に日射取り込み、遮

蔽どちらがいいかというのは、地域ごとの要素があったり難しいところがございまして、そ

の辺りも含めまして、また検討させてもらえればと思います。 

 付け加えですが今現在、詳細な出荷のデータを、過去から 2020 年度まで調査をしている

ところございます。そのデータと、例えば 2020 年度のＢＥＩの割合、その比率から想定さ

れる窓のレベル感と、実際の出荷のレベル感を見比べるなどして、どの程度リフォームでは

性能が変わっているのかというところも考慮できないかと考えております。またいろいろ
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と検討させていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。今、オブザーバーの方から手が挙がっているのはここま

でと理解しておりますけれども、事務局のほうでご質問について回答できる部分はいかが

でしょうか。 

○鈴木課長補佐 

 ご指摘をいろいろ頂きまして、ありがとうございました。 

 まず、多くの委員、特に山下委員から頂きましたご指摘について、建材トップランナー制

度の制定当時の推計よりも実態が大きく上回った理由に関して、事務局の考えを聞かせて

ほしいといったご指摘がございましたが、建材トップランナー制度に加えて、住宅の省エネ

対策、ＺＥＨの補助事業等、こういったものが複合的に結び付いて効果を発揮し、このよう

な結果になってきたのではないかなと考えてございます。このため、建材だけに焦点を当て

て今後の推計等を行うということではなく、住宅の省エネ対策との両輪でやっていくべき

ところなのかなと思っております。今回の方向性では、その点を加味したものとさせていた

だいているところでございます。 

 それから、単板ガラスについては、なるべく実態等を確認していくことは必要とは思って

おりますが、調査をしなければいけないということもありますので、まずは戸建住宅等用を

先行して進めていきたいと考えてございます。また、戸建住宅等用の取り組みが建築物等用

に及ぼす波及効果も、多少考慮できるのではないかというところも、検討する必要があるの

ではないかと思っております。 

 それから、国土交通省様から、性能の低いものを普及させないというようなやり方がある

のではないかというご指摘いただきましたけれども、建材トップランナー制度は、まさに目

標値を上げることによって、性能の低いものは出荷出来なくなっていくものであると考え

ております。 

○江澤課長 

 省エネ課長の江澤でございます。 

 まず、前委員から、2030 年の新築着工割合は比較的温暖な 6 地域を念頭においた想定で

はないかというご指摘がございました。これは、全国でこの着工割合になるという想定でご

ざいまして、具体的な検討に当たっては、全国に照らし合わせた場合に窓の基準としてはど

のようなものが適切なのかということを議論していくことになろうかと思います。 

 それから費用対効果について、様々な方法があろうかと思います。ある程度、検証可能な

単純な方法であることも必要と思っていまして、現状の出荷の状況や、2030 年のあるべき

住宅、それに対する必要な建材の性能を議論させていただき、なるべく消費者に受け入れら

れる、経済性のある高い目標を目指していきたいと考えています。 

 それから、単板ガラスについては、商流の実態を踏まえて、どのようなやり方がいいのか

引き続き考えていきたいと思います。 
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 それから、中村委員から、星の数は６段階より５段階が適切ではないか、というご指摘が

ありました。我々としても奇数段階の評価である方が、中間表示があるので運用しやすい点

は認識しているところでございます。今回は６段階での表示提案をさせていただいた理由

としては、現在出荷されている平均的な性能の窓が 2.3 ぐらいだとしますと、平均的な性能

のものは星が３つ、つまり真ん中よりも少し低い評価が付いて、更にそれを星４つに誘導し

ていく、性能向上を促すインセンティブにもなるのではないかなと考えています。 

 それから、目標基準値については、いろいろな施策の結果で引き上がってきたという面や

目標の設定当時は手探りであった面もあり、目標値が低すぎたのではないかという点は、ご

指摘のとおりの部分もあるかと思います。今後は、2030 年における新築戸建住宅等から求

められる窓の性能と実態の出荷を踏まえて、経済性等の面で合理的な高い目標を設定して

いきたいと考えています。 

 それから窓の性能表示についてのご指摘を幾つか頂きました。我々としても、日射取得性

については、高ければいいというものでもなくて、場所や地域で最適な範囲があると考えて

おります。北向きの窓に設置するのと西向きの窓に設置するのでは、求められる性能が全く

違います。事業者のヒアリングの結果、ＷＥＰ法での表示を目指すというような考え方も示

されましたが、断熱性と日射取得を分けて考えたほうがいいのではないかというのが、今の

ところのわれわれの提案でございます。 

星表示では限界があるのではないかと、池本委員や鈴木委員からもご指摘を頂きました。

自動車の燃費性能のように、数値を記載した方が分かりやすく消費者に伝わるようなもの

もありますが、窓については数字を提示しても、伝わりにくいと思っております。良い方法

があればご提案いただきまして検討していきたいのですが、今のところは今回ご提案させ

て頂いた表示が良いのではないかと考えております。 

ラベルは剥がせるもので表示すべきという点について、我々から提案させていただき、ま

た加藤委員からも品質保証にもなるとのご指摘をいただきましたが、そういった側面もあ

るのかなと思いました。 

 ＺＥＨについて一般の消費者がどれだけ知っているのか、加藤委員からご指摘を頂きま

した。住宅展示場に行くと、ＺＥＨという言葉が多く表示されていて、ＺＥＨであることを

宣伝する広告もあると思います。更に努力をしていき、省エネ性能というものが住宅の持つ

性能のうち相当重要な部分になること、この点が一般に認識されている状態を目指してい

きたいと考えております。 

 それから、国交省からもご指摘いただいた目標年度については、我々としては 2030 年度

と考えています。今の段階においては 2030 年で目標設定させていただいて、進捗状況をフ

ォローアップし、達成状況や進捗状況が良ければ、前倒して次の基準を作るといったような

ことを考えていきたいと思います。例えば乗用自動車の燃費基準では、目標が想定よりも早

く達成されたので、目標年度を待たずして次の目標の検討が開始されている、こういった例

もございます。 
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また、共同住宅の外皮基準の検討をされるということで、そういったものを踏まえて、建

築物、共同住宅についても必要に応じて検討する、と書かせていただきました。共同住宅等

の外皮基準が策定されれば、それを建材にどのように反映していくのかということを考え

ていきたいと思っております。 

 それから、業界団体様からもご指摘を頂きました。複層ガラスの総板厚み 14 ミリまで対

象になると非住宅も含まれるということでございますけれども、ぜひ定量的なデータを提

供いただければと思っています。リフォーム用の製品についても定性的には分かるのです

が、定量的なデータなどを頂きまして、今後の検討に役立てていきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。それでは、本日皆様からご指摘のあった点については、

事務局にて論点の方向性の資料を精査、修正の上、改めて事務局よりご提示いただくように

お願い致します。次回のワーキンググループでは断熱材のヒアリングを予定しております

ので、次々回のワーキンググループを目途に、皆様に改訂案を示していただくようにしたい

と考えております。 

 

 （２）議題２ 断熱材の建材ＴＲ制度の現状等を踏まえた論点について 

 

○田辺座長 

 それでは、議題２の断熱材の建材トップランナー制度の現状等を踏まえた論点について、

事務局よりご説明お願い致します。 

○鈴木課長補佐 

 それでは資料２「断熱材の建材トップランナー制度の現状等を踏まえた論点について」を

ご説明させていただきます。 

 断熱材の論点は今回初めてお示しさせていただきます。概要としては、各論点を窓の場合

と同様に列挙させていただいてございます。構成としては、１ページの目次に記載させてい

ただいているとおりでございます。 

 断熱材の建材トップランナー制度につきましては、平成 25 年の制定時以降、平成 29 年、

令和元年に対象の追加がなされておりますので、その辺りも含めてご説明をさせていただ

きます。 

 まず１ページの１番目で、建材トップランナー制度を取り巻く状況ということで、全体に

関わる論点を書かせていただいております。内容としても窓の場合と同様でございますけ

れども、2030 年度以降新築される住宅・建築物については、ＺＥＨ・ＺＥＢ基準の省エネ

性能の確保を目指すとされてございますので、これを踏まえまして、ＺＥＨの外皮性能基準

と断熱性の性能基準を整合的に設定することを検討してはどうかというものでございます。

その際に考慮する点としては、アからカまでの項目を、窓と同様に検討してはどうかとさせ



 

 29 

ていただいてございます。 

 続きまして、断熱材の建材トップランナー制度関係の論点でございます。こちらは平成 25

年の制定時の対象製品における論点をご説明させていただきます。 

 まず対象範囲等の前提条件でございますが、表に断熱材の種類、それから 2011 年におけ

る出荷割合及び主要メーカーの数といったデータをお示ししてございます。この中で、この

緑色に着色させていただいております、グラスウール、ロックウール、押出法ポリスチレン

フォームが対象として選定されてございます。 

 さらに、ここから除外されるものを①から③に記載させていただいております。①は特殊

な用途に使用されるものとして、グラスウールであっても密度が 24Ｋ以上のものについて

は除外されております。それから②の技術的な測定方法、評価方法が確立していないものも

除外されておりまして、硬質ウレタンフォーム、ロックウール断熱材、グラスウール断熱材

のうち吹き込み品、こちらは施工現場によって性能が変わる可能性があるということで除

外されてございます。なお、硬質ウレタンフォームは平成 29 年と令和元年に審議が行われ

まして、対象として追加されてございます。続きまして③でございますが、グラスウール断

熱材のうち真空断熱材として使われているものですとか、セルロースファイバー、高発泡ポ

リエチレン、ビーズ法ポリスチレンフォーム、フェノールフォームは、市場での使用割合が

極端に小さいものということで、除外されているという状況でございます。 

 これを受けまして、これら①から③の製品を対象から除外していることについて、最新の

出荷割合、性能及び用途を踏まえまして、対象に含めるべきかどうか改めて検討すべきでは

ないかというのが論点の２でございます。 

 そして、２）の対象事業者でございますけれども、制定当時は、断熱材の年間の生産量又

は輸入量のシェアが概ね 0.1％以上の製造事業者等とされております。 

 それから３ページの３）でございますが、目標年度は製造設備の更新等、一定の期間を要

するということで、2012 年度を基準年として、10 年後の 2022 年度に設定されてございま

す。 

 そこで論点３の目標年度ですが、次期目標年度につきましては、2030 年度以降新築され

る住宅がＺＥＨ基準の省エネ性能を確保するためにどうあるべきかという論点にさせてい

ただいております。また、仮に 2030 年に設定した場合の懸念として、具体的に想定される

ものがあるのだとすればそれは何かと、このような論点にさせていただいております。 

 続きまして、（２）の目標基準値の算定のところでございますが、性能指標は熱伝導率λ

とされ、その測定方法につきましては、繊維系であるグラスウールとロックウール、発泡系

である押出法ポリスチレンフォームについて、それぞれ記載のように設定されてございま

す。 

 ２）でございますけれども、更にこれらの断熱材は、利用される部位、方法、原料、製造

方法が異なるということで、グラスウール、ロックウール断熱材、押出法ポリスチレンフォ

ーム、それぞれ異なる目標基準値を設定するということとされております。具体的には、繊
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維系のものが内断熱材に使われているということ、それから発泡系については外断熱材に

使われているということでございます。それから、同じ繊維系のグラスウールとロックウー

ルであっても、原料や製造方法が異なっているとされてございます。 

これを受けて、論点の４でございますけれども、グラスウール、ロックウール、押出法ポ

リスチレンフォーム、部位や方法、原料、製造方法が異なるということで、目標の区分が分

かれておりますけれども、その区分の考え方が妥当であるのか、改めて検証が必要ではない

かという論点でございます。 

 続きまして５ページ目、論点５でございますが、こちら先ほどご説明させていただきまし

たとおり、性能指標はλで規定されているところでございますが、λが適切であるか、改め

て検討が必要なのではないかという論点でございます。具体的には、λではなくて、熱抵抗

値Ｒとして断熱材の厚みを増すということで性能を向上させるという方法もあろうかと考

えられますけれども、熱伝導率λと熱抵抗値Ｒのどちらを向上させることが費用対効果に

優れるのかという論点でございます。それから、諸外国ではどのような性能指標で評価して

いるのか、そして断熱性能を向上させるために厚みを増大させるというのは居住スペース

の減少にもつながるということから、製品開発は熱伝導率λと熱抵抗値Ｒのどちらの向上

を目指して行われているのか、これらの点を確認するなどして、改めて検討することが必要

なのではないかという論点でございます。ご参考までに、λと熱抵抗値Ｒの特徴の比較を資

料では記載させていただいておりますが、詳細のご説明は割愛させていただきます。 

 続いて６ページ目、３）でございます。こちらは目標基準値の設定に当たっての、グラス

ウール、ロックウール、ポリスチレンフォームそれぞれのトップランナー値、トップランナ

ー値の性能改善、推計シェアを表で整理してございます。 

 この表を基に、それぞれ論点を挙げさせていただいております。 

 まず論点６でございますが、論点５の派生形でございますけれども、出荷時点で断熱材の

厚みが特定されているのかどうか、もし厚みが特定されているのであれば厚みの向上とい

うことも断熱性能の向上要素になるのではないかという発想の下、性能指標を熱伝導率λ

とすることで、厚みによらない断熱性能の向上を評価するのか、それとも熱抵抗値Ｒを性能

指標とすることで、厚みの向上が評価できるようにするのか、どちらが合理的か改めて検討

が必要ではないかという論点でございます。 

 それから論点７でございますが、こちらトップランナー値の選定の考え方に関わる論点

でございます。これは性能が最も優れている製品の水準と、住宅の省エネ性能の将来目標と

の関係はどうなっているのか、性能が優れた製品は費用対効果が十分に見込まれるのか、そ

れを踏まえて新たな目標基準値はどうあるべきか、ということを論点として挙げさせてい

ただいております。 

 それから論点８でございますが、これは将来の性能改善についての論点でございます。ま

ずトップランナー値が制定当初と比べてどのように変化したのかということを確認した上

で、性能改善の見通しについては、住宅の省エネ性能に係る将来目標との関係も踏まえてど
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うあるべきか、といった論点でございます。 

 続きまして７ページ、論点９でございます。こちらはシェアの推計の検討でございます。

現在の各断熱材の密度ごとのシェアはどうなっているのかというのを確認した上で、シェ

アの推計と現在のシェアが異なる場合には、推計方法の見直しを検討する必要があるので

はないかという論点でございます。それから、住宅の省エネ性能に係る将来目標、これを達

成するためには 2030 年にはどのようなシェアになっているべきかということを検討して

いくという論点にさせていただいております。 

 それから、トップランナー制度制定時でございますが、トップランナー値の選定に当たり

ましては、密度 20Ｋ以上のグラスウール断熱材や押出法ポリスチレンフォームのうち輻射

抑制剤を大量に添加したものは、特殊な技術を用いた製品ということで除外されてござい

ます。そこで論点 10 でございますが、各断熱材の密度ごとのシェアや、輻射抑制剤を添加

した製品の普及率はどうなっているのかということを確認したいと思っております。その

結果を踏まえまして、密度 20Ｋ以上のグラスウール断熱材や、輻射抑制剤を大量に添加し

た押出法ポリスチレンフォームをトップランナー値の選定の対象に含めるべきか、改めて

検討すべきではないかとさせていただいております。 

 これ以降の記載については既にご説明済ということで、改めてのご説明は割愛をさせて

いただきます。 

 続きまして８ページ目でございますが、断熱材の準建材トップランナー制度関係、平成 29

年に対象が拡充されたものでございます。 

 まず対象範囲の前提条件でございますが、硬質ウレタンフォーム断熱材に関しましては、

平成 25 年の制度制定時において、出荷時点における性能と現場の施工後の性能の関係を含

めた測定方法・評価方法が確立された段階で、建材トップランナー制度の対象とするかどう

かということを速やかに検討するとされ、審議は見送られてございました。硬質ウレタンフ

ォーム断熱材には現場吹付けとボード品の２種類が存在致しますが、そのうち現場吹付け

につきましては、制度化に向けた一定の整理がなされたことを受けまして、平成 29 年に審

議が行われてございます。一方、ボード品につきましては、引き続き測定方法・評価方法の

確立を待つということで、当時は審議が見送られてございます。 

 ３）でございますが、現場吹付け品の審議においては、製造過程で原液の製造事業者と吹

付け施工業者の２者が関与しており、前者は原液の性能向上に向けた取り組みを行ってい

ますが、断熱材の製造事業者ではないということ、それから後者は断熱材の製造は行ってい

るものの原液の性能改善に関与できないということで、いずれの事業者も建材トップラン

ナー制度の対象事業者としてはなじまないと整理されております。このような背景から、省

エネ法に基づく勧告、公表、命令といった措置はできないものの、目標基準値は公式に設定

することで性能改善を促していくという目的の下、準建材トップランナー制度を導入する

ということなり、現場吹付け品の原液の製造事業者がその対象とされることとなりました。 

 その上で対象範囲と致しましては、住宅や建築物向けに流通する可能性を考慮致しまし
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て、Ａ種１、Ａ種２、Ａ種３が対象になってございます。そして一番下のＢ種は対象外とさ

れてございます。これは発泡剤にフロン類のガスを使っているということで、業界において

Ｂ種の原液は 2020 年に全廃するという目標が掲げられていたこともありまして、対象から

除外したという当時の経緯がございます。 

 それから６）、対象事業者につきましては、硬質ウレタンフォームの原液の製造事業者と

なった旨先ほどご説明をさせていただきましたが、この準建材トップランナー制度につき

ましては、対象事業者の閾値は設けないこととされてございます。 

 ７）の目標年度につきましては、2013 年度を基準とした 10 年後の 2023 年に設定されて

ございます。これを受けまして、論点 11 でございますが、次期目標年度につきましては、

製品開発から出荷までに要する期間を考慮した上で、2030 年以降新築される住宅がＺＥＨ

基準の省エネ性能を確保するためにはどうあるべきかという、これまでの目標年度の論点

と同じものを設けてございます。その上で、仮に 2030 年に設定した場合の懸念として、具

体的に想定されるものは何であるのかというところも、論点として追加させていただいて

おります。 

 続きまして 10 ページ、（２）目標基準値の算定でございますが、硬質ウレタンフォーム断

熱材につきましても、性能指標は熱伝導率λとされてございます。論点５と同じ内容になり

ますけれども、論点 12 につきましても改めて簡単に確認致しますと、住宅の断熱性能を向

上させるという観点から、断熱材の厚みを増すという方法もあり得るところですが、そのど

ちらとすべきであるかという論点でございます。この際、費用対効果、諸外国の事例、製品

開発の実態、これらの点を踏まえまして、改めて検討することが必要ではないかという論点

でございます。 

 続きまして、その下の２）番でございますが、目標区分ですけれども、性能の低いＡ種３

原液というのがございまして、その他のＡ種１、Ａ種２の原液と異なるものとして、当時は

区分を分けて評価することとされてございます。そして３）番でございますが、Ａ種１、Ａ

種２の原液によるものは、熱伝導率λが 0.026 に設定されまして、Ａ種３についてはλ＝

0.040 と整理されてございます。 

 そこで論点 13、トップランナー値選定の考え方でございますけれども、性能が最も優れ

ている製品の水準、住宅の省エネ性能に係る将来目標との関係はどうなっているのか、性能

が優れた製品は費用対効果が十分に見込まれるのか、それらを踏まえまして新たな目標基

準値はどうあるべきか、といった論点でございます。 

 続きまして４）、技術開発による性能改善余地でございますけれども、Ａ種１とＡ種２原

液による技術改善の見通しはないと整理されました。一方で、Ａ種３原液によるものは、材

質の改善、輻射抑制剤の添加、高密度化、気泡の微細化によって、2023 年度には 2.6％程度

の断熱性能の改善が見込まれるとされました。こういった制定当時の設定の結果のトップ

ランナー値は、現在どのように変化しているのか、確認すべきではないかという論点が論点

14 でございます。その上で、将来の性能改善の見通しについては、住宅の省エネ性能の将
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来目標も踏まえまして、どうあるべきかという論点でございます。 

 続きまして 12 ページ、令和元年度の対象拡充についてのご説明でございます。 

 まず、対象範囲の前提条件でございますが、先ほどと同様に、平成 25 年制度制定当時、

硬質ウレタンフォーム断熱材については測定方法・評価方法が確立された段階で制度の対

象とすることを速やかに検討するとされました。現場吹付け品については、先ほどご説明さ

せていただきましたとおり、平成 29 年度に準建材トップランナー制度の対象として位置付

けられてございます。ボード品につきましては、関連のＪＩＳの改正を受けて審議すること

とされまして、令和元年度に建材トップランナー制度の対象として位置付けられることに

なってございます。その対象範囲と致しましては、ＪＩＳによって１種から３種の３区分に

分類されてございますが、建築物向けの用途に限定するということを考慮致しまして、２種

と３種のみが対象として選定されてございます。 

 そこで論点 15 でございますが、硬質ウレタンフォーム断熱材ボード品１種につきまして

は、プラントの配管に用いられるということで、制定当時は対象から除外されておりますが、

最新の状況を踏まえ、対象に含めるべきか改めて検討すべきではないかという論点でござ

います。 

 なお、５）になりますが、対象事業者は、断熱材の年間の生産量又は輸入量のシェアが

0.1％以上の製造事業者とされてございます。 

 続きまして 13 ページ、目標年度ですけれども、2016 年度を基準年として、10 年後の 2026

年度に設定されてございます。 

論点 16 の前半は、これまでの目標年度の論点と同じでございますので、説明は割愛させ

ていただきます。一方で、ボード品の目標は他の断熱材との目標基準値と比べて高い目標と

なっております。例えば、６ページの表で、グラスウール等の目標基準値がございますが、

0.03 から 0.04 になっております。一方で、硬質ウレタンフォーム（ボード品）につきまし

ては、ページ 15 に記載されてございますとおり、目標基準値は約 0.023 となってございま

す。先ほどのものと比べて性能が高くなっているということがお分かりいただけるかと思

います。これに加えて、目標期間の半分程度しか経過していないということを踏まえますと、

政策の継続性の観点から今回見直す必要があるのかどうかについて、検討すべきではない

かという論点にさせていただいております。 

 続きまして（２）の目標基準値の算定でございますが、硬質ウレタンフォーム断熱材（ボ

ード品）の性能指標は、他の断熱材と同様に、熱伝導率λとさせていただいております。そ

こで論点 17 でございますが、ここも論点５と同じように、厚みを増すということもあり得

るため、λとＲのどちらが良いのかという論点にさせていただいております。 

 続きまして、その下の２）の目標区分でございますが、ボード品の２種が主に一般住宅・

建築物の天井・壁・床の用途に使用されている一方で、３種は共同住宅等の屋上防水断熱用

途に使用されております。それぞれ用途や機能が異なるということで、区分も分けることと

されております。そこで論点 18 として、この区分の考え方が妥当であるのか、改めて検証
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が必要ではないかという論点にさせていただいております。 

 続きまして、14 ページ、３）でございますが、制定当時の最も断熱性能が高い硬質ウレ

タンフォーム断熱材（ボード品）としては、２種は熱伝導率λ＝0.021、３種はλ＝0.023 と

されてございます。そこで論点 19、ここは論点６と同じ論点でございますが、熱伝導率λ

がよいのか、それとも厚みが性能向上要素となる熱抵抗値Ｒがよいのかという論点でござ

います。 

 論点 20 につきましては、トップランナー値の選定の考え方でございますが、性能が最も

優れている製品の水準と住宅の省エネ性能に係る将来目標との関係がどうなっているのか

を確認した上で、費用対効果が十分に見込まれるのか、それらを踏まえて新たな目標基準値

はどうあるべきかという論点でございます。 

 続きまして、４）でございますが、硬質ウレタンフォーム断熱材（ボード品）２種につき

ましては、普及品の市場、高性能を求める高付加価値品の市場の２種類の市場が存在してご

ざいまして、目標年度に向けて、普及品から高付加価値品への移行を適切に促すということ

で、目標年度に想定される普及品と高付加価値品の具体的なシェアが設定されてございま

す。そこで論点 21、これは論点９のシェアの性能の検討と同じでございますが、現在の性

能値ごとのシェアがどうなっているのかということを確認した上で、推計と現在のシェア

が異なるという場合には、見直しを検討してはどうかという論点でございます。 

目標基準値の設定に当たりましては、技術開発があるということを見込みまして、硬質ウ

レタンフォーム断熱材（ボード品）の２種はそれぞれの最も高い熱伝導率に目標年度に想定

されるシェアを乗じ、それらに対して 1.5％の性能改善を求めるということとされてござい

ます。 

また、３種に関しては、性能が最も優れた製品に 0.5％の性能改善を見込んだ目標基準値

とされてございます。 

それを踏まえまして論点 22、将来の性能改善に係る論点でございまして、他の論点とも

同様でございますが、現在のトップランナー値の制定当時と現在の状況、更に住宅の省エネ

性能に係る将来目標との関係も踏まえまして、将来の性能改善はどうあるべきかという論

点でございます。 

 以降については、論点とは関係ないため、割愛をさせていただきます。 

 駆け足ではございますが、以上でございます。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。只今の説明に対し、まず委員の皆様から、ご発言・ご質

問等をお受けしたいと思います。まとめてお受けした後に、事務局よりお返しするという形

で進めさせていただきます。ご発言を希望される方におかれましては、チャット機能でご連

絡をいただくようにお願い致します。また、ご意見・ご質問をされる際には、何番の論点に

対するものであるかをお示しいただいた上でお述べいただきますようにお願い申し上げま

す。 



 

 35 

 それでは中村委員、お願い致します。 

○中村委員 

 ご説明ありがとうございました。挙げていただいた論点については、今後議論していくこ

とになると思いますが、こちらでよろしいのではないかと思いまして。１点だけ、論点の 16

でしたかね、目標値までまだ半分ぐらいしか期間が来ていないのでということで、論点 16

だったと思いますけれども、ご説明いただいたんですが、こちらについても、高い目標であ

るということは分かるんですが、現状の進捗については検討の段階で確認しておいてもい

いのではないかと思いまして。その結果に基づいて、継続性等を考慮して、このままにする

のか、そうではなくてやはり見直さなきゃいけないのかというのも検討されてはどうかと

思いました。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございます。それでは、前委員、お願い致します。 

○前委員 

 まず始めに、論点が窓だけで 22、断熱だけでも 22 あるので、もうちょっと、非常に大き

な流れの話と、非常に大枠を決める重要な話と、細かい話を分けていただいたほうが議論し

やすいのかなとは感じました。あと、今回の断熱に関して、資料２に関しては、当然λと厚

みというのが両方聞いてくるのは当然で、ただ断熱のやり方によって、できる厚みというの

は当然制約がある、これは申し上げるまでもないことですけれども、充填とか、外張りとか

で、何ミリまでというのがやりやすいというのは当然あるわけですし、ただ充填でも筋交い

が入っているかどうこうとか、たぶんいろんな話があると思うんですよね。だからλを小さ

くするということにももちろん意味はあって、厚くするというのがもちろんできればいい

んですけれども、いろいろと工法の制約から厚みを増やせないとかというところもあると

思うので、もうちょっとその辺整理が、部位によっても、壁、床、天井、全然違うとは思う

ので、ちょっと情報の整理が必要なのかなという気がしました。 

 あと、これは最後でさっきの窓の話なのですけれども、さっき窓について質問させていた

だいて、その場で回答いただきましたけれども、伺っているとほとんどゼロ回答のようなも

ので何も対応されないのかなという印象がありました。ちょっと短い時間で、あの場でぱっ

とお答えいただいたので、正式にちゃんと回答いただくか、または次回の資料にそれが反映

されているか分からないけれども、結局申し上げたこととほとんど関係なく、どんどん決ま

っていることですから的な話になるのではなく、できれば終わった後でも、今回の議事録を

頂いた後でも、できればこちらも文書でちゃんと考えて質問させていただく機会とかを頂

けるとありがたいかなと思いました。 

 以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。それでは加藤委員、いかがでしょうか。 
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○加藤委員 

 ちょっと質問です。今更なんですが、熱抵抗とか熱伝導率どっちで評価するかというお話

があったんですけれども、これらは実測して数値が出るものなのか、それとも計算上で出る

ものなのか、ちょっと知りたいです。 

 それから、消費者としては熱伝導率だと厚さが勘案されていないということで、結果的に

熱抵抗で示されるほうが分かりやすいなというのがあります。 

 今のところ以上です。お願いします。 

○田辺座長 

 ありがとうございます。委員の皆様、いかがでしょうか。よろしければ、委員の皆様、今、

手が挙がっているのはここまでですが、オブザーバーの皆様、いかがでしょうか。断熱材の

方々もいらっしゃると思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 それでは井上委員、お願い致します。 

○井上委員 

 議論しにくいと言いますか、何か議論のための判断材料が捉えにくくて、というのが発言

の少ない理由かと思います。これは、トップランナー制度の趣旨として、技術開発の余地が

あまりないと言われると困るというところがあって、確か前回、トップランナー制度へ乗る

当初は、施設の整備とか相当に時間がかかるということもおっしゃられていたと思います。

少しずつ進展はしていて、途上にあるということでしたけれども、技術開発の余地と言いま

すか、性能向上の余地がある程度見込めないと、制度との相性というのは整理しないといけ

ないのでないかという気が致します。 

 質問としては、どこかで輻射抑制剤を大量に添加して、性能を向上させるという手もある

ということを言われていましたけれども、これはガラスのほうで言う、いわばＬｏｗ－Ｅ化

ですよね。そういった技術は、押出発泡ポリスチレンについてのみあり得るのですか。ほか

にも適用の可能性はあるのでしょうか。お願いします。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。それではオブザーバーの、硝子繊維協会の布井さま、お

願い致します。 

○布井（硝子繊維協会） 

 説明ありがとうございました。論点に関しては、また業界に持ち帰り、議論はしてまいり

ますが、目標のベースが、2030年時におけるＺＥＨ基準というところに置かれていると。

やはり建物の性能から、断熱材の性能となると、ストレートに効くのはＲ値ということにな

るんだと思うんですけれども、まず建物性能全体で定義をされていますので、窓の性能との

関係もありますし、断熱材で言っても部位それぞれとの関係もあるということで、ストレー

トに効くのはＲ値ではあるものの、製品開発的にはたぶんλで、先ほど前先生から部位によ

っておのずと寸法が限られているというお話はあったものの、例えば天井なんかはスペー

スがあるもんですから、厚く施工しやすいということもあります。そういう部位のバランス
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みたいなことがあって、Ｒ値がいいのかλがいいのかというのは一長一短あるなというふ

うに感じております。その目標性能値にすればどういう問題があるのかということは整理

して、ご報告できるようになればいいかなというふうに考えております。 

 私のほうからは以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。それでは二宮委員、お願い致します。 

○二宮委員 

 いろいろ先生からもお話があったんですけれども、ちょっと何を質問していいか分かり

にくいところがあるんですけれども、断熱材の場合ですと、施工によっては性能が出ないと

いうようなことも実際には多いわけですが、例えばきちっと性能が出るような工夫みたい

なやつは評価されないのかなという、単純な疑問です。要は、断熱材本来の性能を上げると

いうのがいいのか、それともきちんと性能が出るような施工方法ができるようにするのも、

とても評価できることかなというふうに感じます。 

 以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。オブザーバーの皆様からもよろしいですか。 

 それでは、山下委員お願い致します。 

○山下委員 

 山下です。 

 今の二宮委員のご発言に触発されましたが、準建材トップランナー制度では、まさしく現

場への施行が断熱効果を左右するということで、いろいろ議論の結果、準制度で対象にする

ということになりましたが、先ほどの論点の中で、実際に効果が出ていることを検証するし

ないというのはなかったように思います。確か説明会のようなもので、講習会のようなもの

で、現場を担当する方々にもきちんと施工していただくということが趣旨としてあったか

と思うんですが、この辺りはどのようにお考えでしょうか。 

 以上です。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございます。オブザーバーの押出発砲ポリスチレン工業会の平塚さま、

お願い致します。 

○平塚（押出発泡ポリスチレン工業会） 

  先ずは、今回の検討において、視点として多いのではないかとのご意見もございますが、

アンカー（拠りどころ）となる 22 の論点を示していただいたことで、議論がしやすくなっ

たことにつきまして、ありがとうございます。 

 本日ご説明頂きました論点の中では、気にかかる部分として３点がございました。Ｒ値と

λ値とどちらかということについては今後の議論をしなければならないところではあるか

と存じますが、省エネ法に基づいた制度であることから、どのぐらいエネルギー量を抑制で
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きたか、消費したのかという視点でいくと、やはりλ値なのかなというふうにも思えますし、

先ほど布井さんからもご指摘あったように、使う側という目線では住宅としての断熱性能

向上を示すＲ値もあるということになります。Ｒ値に替えるということになると、これまで

λ値でやってきたものとどうやって乗り移るかというようなところについては、私どもも

よくよく考えながら、どちらが分かりやすいかということをご議論させていただけたらと

存じます。 

 それから、８年前のこの委員会で、押出法ポリスチレンフォームの輻射抑制剤添加技術に

ついては、まだ技術的に分からないことがあるので、この今の制度からはカウントをしない

という形でご判断をいただき、ここまで進めて参りました。その上で、10 年の期間を頂き、

工場で生産技術を確立しなければいけないというようなこともご確認をいただきました。

この辺りは、今回エネ庁さんと今後話をしていく中で、私どもの進捗をご確認いただきだき

たく存じます。 

さらに、次期目標に向けてその技術による製品を新たにトップランナーの製品としてカ

ウントしていけるのかどうかという辺りを、これまでの進捗の反省とか、今後の展望を含め

ながら議論させていただいて、きちんと整理してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 ３点と申し上げました。今後よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○田辺座長 

 ありがとうございます。ほかに委員の方、オブザーバーの方でいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。 

 それでは、事務局のほうから、ご質問があった点についてはご回答をお願いしたいと思い

ます。 

○鈴木課長補佐 

 ご指摘ありがとうございました。省エネ課の鈴木でございます。 

 まず中村委員からご指摘いただきました、論点 16 の期間がまだ半分しか来ていないが進

捗については確認してもよいのではないかというところについては、進捗確認は実施する

ようにしていきたいと考えてございます。 

 それから、前委員からご指摘のありました、もう少し論点を整理したほうがいいのではな

いかというところ、大変申し訳ありませんでした。大きな論点を分かりやすく整理して、今

後見直しを図っていきたいと思っております。それから、熱伝導率λと熱抵抗値Ｒの情報の

整理について、今後、業界ヒアリングも予定されていますけれども、業界様のご知見もお借

りしながら、整理をしていきたいと思っております。 

 それから、加藤委員から、熱伝導率λと熱抵抗値Ｒはどのように算出されるものなのかと

いうご質問をいただきましたけれども、例えば３ページに記載のとおり、ＪＩＳに基づいて

測定して求められるものと認識してございます。 
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それから、井上委員から頂きました、輻射抑制剤は押出法ポリスチレンフォーム以外にも

用いられるのかというご質問でございますけれども、次回以降で業界ヒアリングが予定さ

れておりますので、そこで業界様とも協力しながらお示しさせていただければと思います。 

 それから山下委員から頂きました、現場の方々への講習等はどうなっているのかという

ところでございますけれども、こちらも次回以降の業界ヒアリングでお示しすることがで

きればと思っております。 

 以上でございます。 

○江澤課長 

 事務局省エネルギー課長の江澤でございます。 

 論点が非常に多岐にわたりまして、前先生からもその点ご指摘いただきました。それから、

井上先生からは議論のための判断材料が少ないということもご指摘いただきました。前委

員のご指摘のとおり、論点には大きなもの、小さいものがあると思います。議論が進んでい

くにつれて、おのずと絞り込まれていくと考えております。解決しなければいけないものは

多いですが、業界ヒアリングを通じて情報提供もさせていただき、その上で残る大きな論点

を重点的に今後議論していきたいと考えています。 

我々として最大の論点は、適切な性能指標は熱伝導率λなのか熱抵抗値Ｒなのかという

ことかと思います。現状の基準に基づいて審議していくことになるとλということになり

ますが、それぞれの製品について技術向上によるトップランナー値の向上を見込んでおり、

グラスウールやロックウールという、市場で大きなシェアを占める断熱材について、0.5％

の改善を目指すということにしています。一方、0.5％λを改善することと、Ｒで言えば 0.5％

厚みを増すのとは同じ効果でございまして、100 ミリの断熱であれば 0.5 ミリの厚さの向上

を目指すことと同じことになっております。ただ壁の厚みというのは規格で決まってくる、

ツーバイフォーであれば４インチというようなところはあるわけでございますが、0.5％の

改善を求めるものが果たして正しい規制、基準の在り方なのかということも含めて検討し

ていきたいという問題意識もあり、論点とさせていただいております。こういった点につい

て、今後ヒアリング等を通じて、知見を高めて一緒に作り上げていきたいと思っております。 

 前委員から、ゼロ回答ではないかというご指摘もいただきました。文書でもご質問いただ

ければと思いますけれども、対立の構図で目標値を議論するということではなくて、持ち寄

ったデータ、業界の見解、有識者の見解等を踏まえまして、新しい基準はどうあるべきか、

ということを議論していきたいと思っております。ぜひ知見を提供いただき、良い次の基準

値が検討できればと考えております。 

 以上でございます。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございます。委員の皆様、オブザーバーの皆様、ご意見ございますでし

ょうか。よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございました。トップランナー制度の中でも、一般的に、例えば冷
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蔵庫であればエネルギー消費があるので分かりやすいのですけれども、建材、窓は、それそ

のものがエネルギーを使うわけではありませんので、なかなか制度の在り方は難しいと思

います。スタートしてからかなり経っておりますので、ぜひ忌憚（きたん）のないご意見を

頂ければと思っております。 

 それでは、本日の議題２、断熱材の建材トップランナー制度の現状等を踏まえた論点につ

いて、これについては現在の事務局の案をベースに、今後ヒアリングなどを進めさせていた

だいてよろしいでしょうか。（※委員等より特段の異議の表明なし。） 

それでは異議なしということで、これを基にヒアリングなどを進めさせていただきたい

と思います。また、事務局は本日の委員からのご指摘について、論点を整理、また修正、そ

の上で次回のワーキンググループに提示していただきたいと思っております。 

 それでは、どうもありがとうございました。本日はサッシ・複層ガラスの各論点の方向性

や、断熱材の論点についてご審議をいただきました。それでは本日の議題は全て終了となり

ますので、進行を事務局の方にお戻ししたいと思います。 

○鈴木課長補佐 

 田辺座長、ありがとうございました。また、委員並びにオブザーバーの皆様も、ご審議い

ただきましてありがとうございました。 

 次回第 12 回は、11 月 30 日でございますが、断熱材の業界ヒアリングを予定してござい

ます。また、その次の第 13 回でございますが、更に２週間後の 12 月 14 日に開催を予定し

ておりまして、ここで窓の論点の方向性について更にご審議いただく予定としております。 

 それでは、長時間にわたり審議にご協力いただきまして誠にありがとうございました。本

日のワーキンググループはこれにて閉会させていただきます。ありがとうございました。 

○田辺座長 

 どうもありがとうございました。 

 


